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第１回リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会（平成２６年

５月２３日開催）提出資料 

 

  ・リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会設置要領 

（資料１） 

・これまでの企画等専門調査会での意見（資料２） 

・食品安全行政とリスクコミュニケーション（資料３） 

・食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションの取組実績 

（資料４） 

・「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題」 

（平成１６年７月 食品安全委員会）（参考資料１） 

・「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」 

（平成１８年１１月 食品安全委員会）（参考資料２） 

 

 



第１回 リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会 

 日時：平成 26年 5月 23日（金）14:00～16:30 

場所：食品安全委員会中会議室 

 

＜議事次第＞ 

１ 開会 

２ 設置趣旨説明 

３ 座長の選出 

４ 勉強会メンバー自己紹介 

５ これまでの企画等専門調査会での意見について 

６ 講義「食品安全行政とリスクコミュニケーション」（国際食品コンサ

ルタント 山田友紀子氏（前農林水産省技術総括審議官）） 

７ 食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションの取組実績 

８ 閉会 

 

＜配付資料＞ 

資料１ リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会設置要領 

資料２ これまでの企画等専門調査会での意見 

資料３ 食品安全行政とリスクコミュニケーション 

資料４ 食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションの取組実績 

参考資料１ 「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課

題」（平成１６年７月 食品安全委員会） 

参考資料２ 「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向

けて」（平成１８年１１月 食品安全委員会） 
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リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会の設置について

（平成２６年５月１３日食品安全委員会決定）

１ 趣旨

平成１５年に成立した食品安全基本法において、食品安全行政に国民の健康保護を優先

するリスクアナリシス（リスク分析）の考え方が導入された。

リスクコミュニケーションは、同法第 13 条における「関係者相互間の情報及び意見の交

換を図るための措置」として、リスク評価、リスク管理とともに、リスクアナリシス（リ

スク分析）を構成する重要な要素のひとつである。

食品安全委員会においては、これまで、食品健康影響評価の結果に関する意見交換会、

講演会等への講師派遣、季刊誌の発行、メールマガジンの配信等の様々な手段によってリ

スクコミュニケーションの促進に取り組んできたところである。

しかしながら、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの意義、目的、目的を

達成するために必要な方法等は必ずしも確立されておらず、食品安全委員会の新たな 10 年

に向けて、より適切かつ効果的なリスクコミュニケーションを推進していくためには、今

一度、基本に立ち返り、リスクコミュニケーションのあり方を検討することが必要である。

このため、今般、食品安全委員会の下に、「リスクコミュニケーションのあり方に関する

勉強会」（以下「勉強会」という。）を設置する。

２ 構成及び運営

（１）勉強会は、委員長の指名する者（別紙。以下「勉強会メンバー」という。）により構

成する。

（２）勉強会に座長を置き、勉強会メンバーの互選により選任する。

（３）座長は勉強会の会議を招集し、議事をつかさどる。

（４）座長に事故があるときは、勉強会に属する勉強会メンバーのうちから座長があらか

じめ指名する者が、その職務を代理する。

（５）座長が必要と認めた場合には、勉強会の会議に勉強会メンバー以外の有識者の参加

を求めることができる。

（６）勉強会の会議、議事録等は原則として公開とするが、個人の秘密等が開示され特定

の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合においては、「食品安全委員

会の公開について」（平成１５年７月１日食品安全委員会決定）に準じて取り扱う。

（７）勉強会の検討の結果は、食品安全委員会に報告する。

３ その他

上記に定めるもののほか、勉強会の運営に関し必要な事項は、座長が勉強会に諮って定

める。

資料１



リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会メンバー

有路昌彦 近畿大学農学部水産学科准教授

鬼武一夫 日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部部長

金川智恵 追手門学院大学経営学部教授

小出 薫 株式会社明治特別顧問

河野康子 一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長

高橋久仁子 群馬大学名誉教授（教育学部）

夏目智子 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長

細野ひろみ 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授

堀口逸子 長崎大学広報戦略本部准教授

松永和紀 科学ライター

（敬称略）



資料２ 

これまでの企画等専門調査会での意見 

第８回企画等専門調査会（平成２５年１１月２８日開催） 

第９回企画等専門調査会（平成２６年１月３１日開催） 

 

１ リスクコミュニケーション全般論 

（全般） 

・食品安全委員会が行った評価の情報を、いかに国民に届けるかということ

が、非常に重要なことで、最終的には消費者が正しい情報を理解して納得

して選択できるようにならないといけない。 

・これまでリスクコミュニケーションに取り組んできて、リスクコミュニケ

ーションという言葉は随分浸透してきたが、実際、それがどのように機能

しているのかというのがなかなか見えにくいと思っている。 

・関心はあるがあまり知識がないという方に、どのような情報を、どのよう

に提供したら正しく理解し行動してもらえるのかということを具体的に考

えていく必要があると思う。 

（消費者教育） 

・消費者に正しく理解してもらうのが大命題であり、リスクコミュニケーシ

ョンを通じて消費者が教育されることはあるだろうが、リスクコミュニケ

ーションは消費者教育とは別物と考えるべき。 

・食品の安全は、リスクコミュニケーションによって教育するというよりも、

消費者教育という範疇で学ぶようにしていくべきと考える。 

（リスク評価書） 

・現在の食品安全委員会のリスク評価書は、リスクマネジメントを行う事業

者にとって非常に役に立つものであるが、これが一般の消費者の役に立つ

ものにするためには、もう一段の工夫が必要と思っている。 

 

２ 情報発信 

（全般） 

・食品の安全に関わる正しい情報が一般の消費者に届いて納得してもらうに

は信頼関係も必要だし、一朝一夕にできるものではないだろうが、リスク

コミュニケーションの取組として、ｅ－マガジンの読み物版とか連続講座

とか、消費者に科学的知見を届けようとする努力をしており、去年よりも

前進していると評価する。 

・ここに行けば、今話題のものについて正しい情報にアクセスできるという

プラットホームみたいなものが必要ではないか。 

・地域住民に伝えるには都道府県を活用した方がよい。 
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（機動的な発信） 

・トランス脂肪酸についてはＦＤＡの情報が報道された段階で、ＨＰ等で情

報発信していたが、もっと積極的に対応しても良かったのではないか。 

（メルマガの読み物版） 

・メルマガの読み物版はもっと広めていくべき。 

（英文ジャーナル） 

・英文電子ジャーナルをつくったが、非常によい活動。これからも積極的に

海外に情報発信してもらいたい。 

 

３ 情報把握・分析 

・食品安全委員会として、正しい情報を発信し続けるのは非常に大事で着実

に進んでいるとは思うが、メディア情報はどのようなところから収集して

蓄積しているのか。提供している情報の内容と、実際に流布されている情

報の内容の差異について分析してみるのも必要なのではないか。 

 

４ ネガティブ情報への対応 

・これまでのリスクコミュニケーションの活動をみていると、正しい情報を

より多くの消費者に伝えるということに活動が特化しており、ネガティブ

情報に対する対応について十分でないのではないか。ポジティブ情報提供

のみでは、対処療法に過ぎない。ネガティブ情報を直接叩くことは難しい

にしろ、情報の把握や流通プロセスの解明、分析といったことは行うべき。 

・ネガティブ情報が流れる前に先手を打って正しい情報を流すことも有効。

そのためには、日頃から記者とのつながりが重要。ネガティブ情報にはど

のように対処するのか、日頃のモニタリングと緊急時の対応の体制、その

ための準備をきちんと整備しておく必要がある。 

・ネガティブ情報は以前に比べて減ってきているかもしれないが、レベルの

低いものも含めてまだまだたくさんある。ネガティブ情報の内容や発信源

は把握すべき。 

 

５ リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会関係 

（全般） 

・これまでの取組をしっかり総括して、今後に向けて皆で智恵を出し合って

行けたらよいのではないかと思う。 

（戦略） 

・リスクコミュニケーションの戦略論については、一回じっくり議論できる

場があるとよい。 

・リスクコミュニケーションには、手法も大事であるが、戦略が最も重要。
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勉強会では、改善の方向性にとどまらず、食品安全委員会として具体的な

リスクコミュニケーションの戦略を議論したらよいのではと考える。 

（成果のイメージ） 

・消費者のみならず事業者も含めたステークホルダー間での議論を食品安全

委員会としてどのような手法でどのように進めていくのか、本勉強会で議

論できたらいいのではないかと思う。 

・いろいろリスクコミュニケーションに取り組んできているが、一般の消費

者や事業者にもっと浸透しなければならないと思っている。この勉強会で

は、実際に現場で使えるような具体的な成果が議論されればよいと思う。 

（討議に含める事項） 

・この勉強会では、どこまでを議論するのかゴールをイメージして取り組ん

だ方がよい。例えば、誤った情報への対応をどうするかといった具体的な

ことについての対処方法についても議論できればよい。 

・本勉強会では、フードテロやクライシスコミュニケーションについても議

論していくこととなるのか。平常時のリスクコミュニケーションと対応方

法も異なってくると思うが、その点についても議論できたらよいのではな

いかと思う。 

・自分から積極的に情報を収集しない人たちに対して、どのように周知する

のかということも議論する必要があるのではないか。 

（対象とする者等） 

・勉強会の成果の受け手として、一般の消費者を対象に考えるのか、リスク

マネジメントを行っている事業者を対象に考えるのか、予めよく考えてお

いた方がよい。 

・リスク評価者としての立場はあるだろうが、この勉強会では、消費者にも

役に立つリスクコミュニケーションの議論をしてもらいたい。 

・リスクマネジメントを行っている事業者も勉強会のメンバーに加えてもら

いたい。 

 

６ その他 

・連続講座を生産者向けに実施してもらいたい。 

・連続講座の内容は、ＤＶＤにして地域で使えるようにしたらよいのではな

いか。 
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（資料３）

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)



(7) (8)

(9) (10)

(11) (12)



(13) (14)

(15) (16)

(17) (18)



(19) (20)
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(23) (24)



(25) (26)
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(43) (44)

(45) (46)

(47) (48)



(50)

(51) (52)

(53) (54)

(49)



(55) (56)

(57) (58)

(59) (60)



資料４ 

食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実績 

 

１ 食品健康影響評価に関する取組 

○評価結果等に関する意見交換会 

  ・ＢＳＥや放射性物質等特に国民の関心の高いテーマや農薬、食品添加

物、食中毒等について意見交換会を関係省庁や地方自治体等と連携し

て実施。 

・近年では、地域において指導者として活躍が期待される者や地域にお

いてオピニオンリーダーとして期待される者等を対象とした少人数に

よる意見交換会を重点的に実施。 

 

○食品健康影響評価等に対する国民からのご意見、情報の募集 

・食品安全委員会で取りまとめた食品健康影響評価書（案）についてパ  

ブリックコメントを実施 

 

○委員会の原則公開、議事録等のホームページへの掲載 

・食品健康影響評価の審議過程の透明化を図るため、委員会等について

は原則公開とし、併せて議事録等をホームページへ掲載。 

 

２ 食品の安全に関する基礎的知識の普及啓発 

○食品安全委員会委員等による各地での講演等 

 ・食品の安全に関して食品安全委員会委員が各地で講演等を実施。 

 ・また、事務局職員による講演等も実施。 

 

○食の安全ダイヤル 

・食品の安全性に関しての国民からの電話やメールでの質問・相談につ

いて対応。 

 

○食品安全モニター会議 

 ・470 名の食品安全モニターを対象とした会議を開催し、モニターが食品

の安全性などについて周囲への情報提供や、日常生活を通じた情報収

集等の活動を行うことができるよう、必要な情報提供等を実施。 
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○食品を科学する～リスクアナリシス連続講座の開催 

  ・平成 25 年度より、食品の安全性に関する知識を体系的に理解できるよ

うリスクアナリシスに関して委員が交代で解説する全 6 回の連続講座

を実施。当日の資料や講義映像について、ホームページで公表し、広

く普及を推進。 

 

○消費者団体、報道関係者との意見交換 

  ・消費者団体と概ね 3 ヶ月ごとに、食品の安全に関する基礎的な情報を

提供して定期的に意見交換を実施。 

・平成 25 年から、報道関係者とも概ね 3 ヶ月ごとに、国民の関心の高い

テーマについて定期的に意見交換を実施。 

 

３ 各種媒体を通じた情報提供 

 ○ホームページによる情報提供 

  ・食品の安全性に関する情報を積極的に提供するとともに、緊急時にお

いては、当該事案に関する科学的知見の迅速な情報提供を実施。 

 

○パンフレット、季刊誌『食品安全』の発行 

  ・各種パンフレットや季刊誌「食品安全」（年４回）を発行。 

 

○食品安全委員会メールマガジン（食品安全委員会ｅ－マガジン）

の配信 

  ・約 10,000 名の読者に食品安全委員会の開催動向を毎週配信。 

・また、平成 24 年度からは、食品安全に関する基礎的な情報を分かりや

すい形で提供する「読み物版」を月 2 回配信。 

  ・さらに、緊急時においては臨時号を発信し、緊急時における情報発信に

も活用。 

 

○ソーシャル・ネットワーク・サービスを通じた情報発信 

  ・平成 26 年 2 月、Facebook を開設。その特性を生かし、食品に関する危

害情報等、機動的な情報発信を開始。 

 

４ リスク管理機関との連携 

 ・上記意見交換会等を適宜リスク関係機関と連携し実施するとともに、日

頃からの連携体制を確保するため、関係省庁のリスクコミュニケーショ

ン担当者会議を隔週ごとに実施。 
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（単位：回）

計 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 Ｈ25

意見交換会 480 35 101 66 66 28 22 25 24 34 49 30

ＢＳＥ 157 75 28 33 13 1 3 4

放射性物質 64 21 35 8

食品安全全般（リスクアナリシス含む） 48 14 4 4 2 4 7 11 1 1

食中毒 39 1 2 5 13 8 1 9

農薬 26 4 5 11 3 2 1

食品添加物 23 1 1 1 5 2 4 5 4

ポジティブリスト 22 10 12

遺伝子組換え食品 10 2 1 1 1 1 2 2

残留農薬 10 2 2 5 1

輸入食品 6 2 1 3

魚食の安全性 6 1 5

健康食品 6 5 1

カドミウム 4 1 1 2

鳥インフルエンザ 4 3 1

リスクコミュニケーション 4 1 1 1 1

メチル水銀 4 1 3

体細胞クローン 4 4

トランス脂肪酸 3 1 2

食の安全に係る法改正 2 2

食品衛生 2 2

化学物質全般 2 2

薬剤耐性菌 2 1 1

大豆イソフラボン 2 2

カビ毒 2 2

微生物のリスク評価 2 1 1

食育 2 1 1

食品中の鉛 2 2

輸入牛肉の健康影響評価 2 2

（その他） 20 6 3 1 2 1 2 3 2

シンポジウム/セミナー 34 3 11 3 4 1 3 5 0 2 0 2

食品安全全般（リスクアナリシス含む） 25 3 10 2 4 1 2 2 1

食品安全とバイテク 1 1

ＢＳＥ 1 1

食育 1 1

ＷＨＯ化学物質評価の最新情報 1 1

ナノテクノロジー 1 1

微生物のリスク評価 1 1

食中毒 1 1

放射性物質 1 1

ヒ素 1 1

32 13 3 7 3 6

総計 546 38 112 69 70 29 25 43 27 43 52 38

※　自治体等が主催する意見交換会への派遣は除く。

リスクコミュニケーションの開催実績
（意見交換会、シンポジウム/セミナー、ジュニア食品セミナール）

【平成１５年度～２５年度】

リスクコミュニケーションの形式及びテーマ
年度別開催回数

ジュニア食品安全ゼミナール
（ジュニア食品安全委員会含む）



各都道府県別リスクコミュニケーション開催実績 
（意見交換会、シンポジウム/セミナー、ジュニア食品安全委員会） 

（平成１５年度から平成２５年度） 

東京都 
１２７ 

愛知県 
３２ 

大阪府 
３２ 

北海道 
３２ 

宮城県 
１８ 

兵庫県 
１８ 

岡山県 
１５ 

沖縄県 
１５ 

広島県 
１２ 

岐阜県 
１１ 

富山県 
１１ 

栃木県 
１０ 

高知県 
９ 

山口県 
９ 

香川県 
８ 

徳島県 
９ 

埼玉県 
８ 

新潟県 
８ 

石川県 
８ 

愛媛県 
７ 

群馬県 
７ 

滋賀県 
７ 

千葉県 
７ 

大分県 
７ 

福島県 
７ 

山形県 
７ 

和歌山県 
６ 

岩手県 
５ 

佐賀県 
５ 

鹿児島県 
５ 

熊本県 
１１ 

秋田県 
５ 

静岡県 
５ 

長崎県 
５ 

奈良県 
５ 

神奈川県 
４ 

青森県 
４ 

福井県 
４ 

三重県 
３ 

鳥取県 
３ 

山梨県 
２ 

長野県 
２ 

福岡県 
１７ 

※自治体等が主催する意見交換会への派遣は除く。 

京都府 
１１ 

宮崎県 
１ 

島根県 
１ 

茨城県 
１ 



                 

 
 
 
 
 
 
 

食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 １ ６ 年 ７ 月 

内閣府食品安全委員会 



前書き 
 
 この「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題」は、本委員会からの

求めを受け、昨年来、リスクコミュニケーション専門調査会において議論された結果、本

年５月１３日に提出されたものについて、本委員会として広く国民の皆様からご意見を募

集し、いただいたご意見を踏まえて、若干の修正を加えたものです。 
 
 食品の安全性の確保に関する施策を的確に講じていくためには、消費者、食品関連事業

者、専門家、メディアなど関係者相互間の情報、意見を多方向に交換し、施策に国民の意

見を反映していくリスクコミュニケーションが大切です。この取組みは、我が国において

は未だ端緒の段階で、今後、試行錯誤を重ね、技術的にも改善を加えていかなければなり

ません。 
 
 今回のリスクコミュニケーション専門調査会によるとりまとめは、始まったばかりの我

が国の食の安全に関するリスクコミュニケーションについて、その目的や実施の方法など

を巡って種々の意見や考え方がある中で、その現状と課題をなるべくわかりやすく示そう

と努めたものです。このリスクコミュニケーション専門調査会の専門委員・専門参考人の

熱心かつ意欲的な取組みに敬意を表したいと思います。 
 
 食品安全委員会としては、今後、このとりまとめを踏まえて、より効果的なリスクコミ

ュニケーションを展開していきたいと考えております。関係者各位におかれましても、是

非、ご一読いただき、参考としていただくとともに、我が国の食の安全に関するリスクコ

ミュニケーションをより意義深いものとしていくため、率直なご批判、ご意見をいただき

たいと考えております。 
 
 平成１６年７月１日 

 食品安全委員会委員長 寺田 雅昭 
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要約 
 
○リスクコミュニケーションとは 
 食品の安全性を確保するための新たな手法として、リスク分析の考え方がＦＡＯ（国連

食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機関）により提示され、その３つの要素である、リス

ク評価、リスク管理とリスクコミュニケーションを一体として進めるべきであるとされま

した（参考１及び次の図）。 
 
 
 
 

リスク評価 リスク管理  
  （国の場合）  （国の場合） 

 内閣府食品安全委員会 厚生労働省、農林水産省 
 
 食品を食べることによって リスク評価結果に基づき、 

人の健康に及ぼす影響に 人々の食生活の状況等を  
ついて科学的に評価する 考慮し、基準の設定や規  
こと 制の実施等の行政的対応  

を行うこと（緊急暫定的な 
 対応を含む） 
 
 

リスクコミュニケーション  
 リスクに関する情報及び意見の相互交換 
 
 
 

図 リスク分析の３要素 
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従来、食品にかぎらず何か事故が起きてから、二度とそのようなことが起きないように

と対策が立てられてきました。また私たちは、安全か危険かの２分法に慣れ、多くの場合、

基準値以下か否か、賞味期限以内かそうではないかということで物事を判断してきました。   

しかしリスクの考え方では、安全性について単純にシロ・クロで判断するのではなく、

そのものの毒性の強さや性質と、食べたときに有害性を発揮するであろう量との関係を考

えます。すなわち事故が起きる前に、有害性の程度やその起きる可能性を科学的に予測す

る「リスク評価」を行い、その結果を基にして、関係者からの意見を聞きつつ、リスクを

なるべく小さくするための対策を実施する「リスク管理」を行おうとするわけです。 

科学的な予測の身近な例である気象情報では、かなり良い精度で、しかもわかりやすい

情報を提供できるようになっています。しかし地震予知となると、今の段階ではそれほど

精度良く予測ができず、科学的な予測といっても差があります。食品については、最新の

さまざまな試験研究の成果を総合して、できるかぎり安全性を確保しようと努力していま

すが、まだ十分わかっていない事柄もあり、必ずしも正確にリスクを予測できるとは限り

ません。しかし現時点で知られる最善の知識を結集してできるかぎり被害を少なくし、科

学的な予測が不確実な点については、解明を進めながら、予防的なアプローチを使ってリ

スク管理を行うようにされています。 

リスク評価は科学者が、リスク管理は行政や生産・流通業者が中心になって行い、食品

の安全性を確保しますが、消費者が安心を得るためには情報を得るだけでなく、意見を述

べ、要望を伝えるなど、これらの取り組みに積極的に参加することが大切です。消費者だ

けでなく、生産者や流通業者など多くの人がリスク評価や管理によって影響を受けること

もあるので、これらの人たちの間で十分な意見交換を行い、目標実現に協力し、最も適切

な対応が図られるようにすることも必要です。そのような作業がリスクコミュニケーショ

ンであり、食品の安全性を支える重要な要素です。この「リスク評価」、「リスク管理」と

それらを支える「リスクコミュニケーション」を一体として進めるやり方をリスク分析と

呼んでいます 

 
○これまでの経緯 
今から３年ほど前に、ＢＳＥ（伝達性牛海綿状脳症）問題への対応の不手際、乳製品の

病原菌汚染、輸入食品での基準値を超える農薬残留などの問題が生じ、食品の安全性確保

への信頼が揺らぐ事件が相次ぎました。 
ＢＳＥ問題の経緯を調査検討する目的で設立された調査委員会では、消費者の健康保護

を最優先すべきであるとし、食品の安全性確保へのリスク分析手法を導入することの必要

性を指摘する報告がされました。さらに、行政機関の間のコミュニケーション不足、専門

家と行政の間のコミュニケーション不足、行政機関による情報開示と透明性確保の不十分

さ、正確で分かりやすい報道の不足、消費者の理解不足なども指摘しています。 
この報告書を背景にして、平成１５年７月に内閣府に設置された食品安全委員会は、自

ら食品のリスク評価に関するリスクコミュニケーションを行うほか、関係行政機関が行う

リスク管理に関するリスクコミュニケーションについても調整を行うこととされました。 
このため、食品安全委員会では、食品の安全性確保のためのリスクコミュニケーション
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の改善を図っていくために調査審議を行う専門調査会を発足させました。本リスクコミュ

ニケーション専門調査会では、平成１５年９月から現在までに９回の会合を開催し、各地

で開催された意見交換会に委員らが参加することなどを通じて、未だ歴史の浅い我が国の

食の安全に関するリスクコミュニケーションの進め方などについて議論を重ねてきました。

食品安全委員会から、リスクコミュニケーション専門調査会に対しては、個別テーマや海

外及び国内他分野におけるリスクコミュニケーションの事例に関する意見交換等の結果を

踏まえて、我が国における食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題につ

いて、意見のとりまとめを求められています（参考２）。 
 リスクコミュニケーション専門調査会は、活動を開始してから数ヶ月を経たばかりで、

議論はまだ試行錯誤の域を出ていませんが、一方で、米国におけるＢＳＥの発生、我が国

における鳥インフルエンザの発生など、実際にリスクコミュニケーションを必要とする事

件が次々と生じています。このため、リスクコミュニケーション専門調査会のこれまでの

議論から、若干の拙速は承知の上で、現時点で考えられる我が国における「食の安全に関

するリスクコミュニケーションの現状と課題」についてとりまとめ、関係者に参考にして

いただくことにしました。 
 

○今後の方向 
これまで食品安全委員会は、意見交換会などを開き、リスク分析の考え方に基づいた食

品の安全性確保の新しいあり方について積極的に訴えるなどの活動に力を入れてきました。 
今後は、生産、流通、消費、行政、専門家などの食品の安全性確保に関する当事者（以

下、本稿では「関係者」と略します。）から食品の安全性にかかわる問題の所在や解決の方

向、疑問点について、意見を聞き、討議することに、より多く力を注ぎ、国がなすべきこ

との方向を探ります。 
具体的には、リスクコミュニケーションを支援する専門家の養成や訓練、消費者ほか関

係者の質問に答える窓口の設置、行政各部門の連携、問題の指摘や対策の立案への関係者

の参画、情報や意見の交換の強化やメディアとの協力の促進、食品のリスクに関する基礎

的な問題を関係者が議論する場の設定を目指します。 
さらに、リスクコミュニケーション専門調査会独自の取組みとして、食品安全委員会や

関係機関が行うリスクコミュニケーションに対する助言、種々のリスクコミュニケーショ

ンへの積極的参加と関係者との意見交換、各専門調査会が行うリスクコミュニケーション

の支援、国内外の実施例の調査、紹介などに努めます。 
リスクコミュニケーション専門調査会では、本とりまとめに対するご意見を各方面から

いただき、我が国の食の安全に関するリスクコミュニケーションが、今後、一層円滑に進

められるよう、さらに議論を深めていきたいと考えております。 
関係者の意見、コメントをお待ちします。 
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Ⅰ．食の安全とリスクコミュニケーション 
 
１．リスクコミュニケーションの役割 
（１）リスク分析とは 
食品は本来私たちにとって欠くことのできない糧を与えてくれるものです。しかし、そ

のとり方や量が適切でないと健康に悪影響を与える可能性もあります。さらに食品を汚染

する病原菌や、有害物もあり、これらを「ハザード（有害性要因）」と呼びます。ハザード

が健康に有害な影響を及ぼす確率と有害な影響の深刻さをリスクと呼びます。毒性の低い

ものでも取り方や量により深刻な影響を及ぼしリスクは大きくなり、毒性の高いものも体

に取り入れる量がきわめて少なければ影響は出ずリスクは小さいといえます。 
リスク分析では、食品を食べることによってどのような危害が生じるのか、また、どの

程度食べると危害が生じるのかを明らかにする「リスク評価」と、人々の心配の程度や、

費用と効果の関係、食品がもたらす健康への恩恵、社会的な影響などを考慮しながら、リ

スクを低減する措置を講ずる「リスク管理」、そしてリスク評価の妥当性やリスク管理の手

法について、情報を共有し、各々の立場からの意見を交換し、理解し、協同、協力する「リ

スクコミュニケーション」の３つが重要とされます。 
リスク分析の考え方は、事故を未然に防ぎ、リスクを最小限にすることに役立つことか

ら、各国に対して国際食品規格（Codex）委員会が導入を奨励するなど、国際的に食品の

リスクに対処する共通の考え方となっています。我が国においても、平成１５年７月に施

行された食品安全基本法などにより、食品の安全を守るための基本的な考え方として採用

されました。 
またリスクコミュニケーションには、平時から、常に行っておくべき情報の共有、意見

の交換と、緊急時に被害や社会的損害を小さく保つための危機管理の一環としての情報提

供、指導（クライシス・コミュニケーション）の２つの種類が考えられますが、ここでは、

主として前者を扱います。 
 
（２）リスクコミュニケーションとは 
 食品の安全性確保は、”農場から食卓まで” という言葉で示されるように農場から食卓に

いたるさまざまな段階で、生産者、流通関係者、行政や消費者などの関係者がそれぞれの

立場で努力してはじめて確保されるものです。たとえば、最近のニワトリの高病原性鳥イ

ンフルエンザ感染時の対応では、問題の発見、安全性の科学的評価、安全管理方法の選択・

実行のすべてにおいて、関係者の誰もが重要な役割と責任を担っていることが示されまし

たが、問題に気がついた人が直ちにその問題を指摘し、対処法を理解して協力していかな

いと取り返しのつかない事態を招く場合もあります。適切なリスクコミュニケーションは、

食品の安全性確保のための対策が、科学的な根拠に基づいて適切に実行されるために、欠

くことのできない関係者間の理解と協力のための基礎です。 
リスクコミュニケーションは、リスク評価、リスク管理について理解を深め、意見を交

換する手法で、リスクの評価、管理と並んでリスク分析手法の３要素の１つと位置づけら

れています（参考１を参照）。 
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しかし、「リスクコミュニケーション」という言葉は、我が国の食の分野では、まだなじ

みが薄い状況です。「リスク」という言葉は、これまで、災害防止、危機管理、投資などの

場面で使われてきましたが、食の分野で、「リスクコミュニケーション」と言われても、何

のことか分からないと言う方もいるかもしれません。リスクコミュニケーションとはどん

な食品にも食べ方や量によっては多少のリスクのあることを前提に、科学に基づいて費用

や効果も考え、科学的な対処法等について広報し、意見を交換し、協力することをいいま

す。 
 
２．リスクコミュニケーションの目標 

 食の安全に関するリスクコミュニケーションは、リスク評価とリスク管理の過程におい

て、関係者が必要な情報を共有した上で、関係者の意見が適切に反映されることを目標と

し、次の点に注意して実施することが必要です。 
 
（１）関係者はそれぞれ食品の安全性に関する情報を「迅速に、必要な内容をすべて、

わかりやすく、正確に」共有するとともに、各プロセスの透明性を確保する。この

場合、「逃げるな、隠すな、嘘つくな」を原則とすることが重要。 
（２）食品のリスクとその低減措置についてすべての関係者の間で話し合って共通理解

を得るように努力し、それぞれの責務、役割に応じて参加し、貢献する。 
 

３．リスクコミュニケーションの手法と手段 
 食の安全に関するリスクコミュニケーションを効果的に推進するためには、国又は関係

者が、以下の点を早急に実現することが必要と考えられます。 
 

（１）リスクコミュニケーションを推進するための専門家を養成する。  
（２）消費者等関係者の疑問などに答えるための常設窓口を設置する。 
（３）関係機関の縦割りを廃して、共同でリスクコミュニケーションに当たる。 
（４）対策がまとまっていない段階から、次の段階、目標を示す形で関係者との話し合

いを持つ。 
（５）情報公開の促進とメディアとの協力関係の促進を図る。そのために、メディアと

日頃から意見交換を行える場を設置する。 
（６）関係者の協議体を設置し、個別テーマごとの基本的な論点を抽出しておく。 
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Ⅱ．リスクコミュニケーションの現状 
１．食品安全基本法制定以前 

 食品安全基本法制定以前は、食の分野でリスクコミュニケーションという言葉はほとん

ど使われておらず、食品の安全性に関する関係者のコミュニケーションとしては、公的機

関などからの情報の公開と、それに対応する報道、消費者の理解という一方向の流れが主

で、一部審議会やパブリックコメントの機会に消費者代表が施策に関して意見を述べるこ

とはありましたが、逆方向の情報・意見の流れは限られたものでした。 
 平成 13 年 9 月 10 日に、我が国で最初のＢＳＥを疑われる牛が発見されて以来の一連の

出来事は、我が国の食品安全行政の仕組みを大幅に変えるきっかけとなりました（参考３）。 
食品の安全性の確保のための基本原則として「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告

書（平成 14 年 4 月 2 日）」は、第一に消費者の健康保護を最優先すべきとし、次いでリス

ク分析手法の導入を掲げています。この報告などから、リスクコミュニケーションについ

て、次のような問題点が指摘されました。 
 
（１）行政機関の間のコミュニケーション不足 

 生産段階を所掌する農林水産省と食品衛生を所掌する厚生労働省の連携が不足

していた。 
（２）専門家と行政の間のコミュニケーション不足 

 行政と科学の間に情報や意思疎通を円滑に行う相互信頼が確立されていなかっ

た。 
（３）行政機関の正確な情報開示と透明性の確保が不十分 

 ＢＳＥ発生の際の感染牛の処理情報を誤って伝えたほか、過去の経緯や政策内

容についても説明不足だった。国民にどう伝わるかについても注意不足であった。 
（４）正確で分かりやすい報道の不足 

 危険性を過度に強調した報道があり、誤解を招く場合があった。マスメディア

関係者に食品の安全性についての理解が不足していた。 
（５）消費者の理解を深めるための支援の不足 

 消費者の理解を深めるための支援が十分でなかったため、行政や表示に対する

不信を招くこととなった。 
（６）関係者間のコミュニケーションの不足 
    問題点を見つけた時の通報など、初動時に迅速かつ適切な対応がなされなかっ

た場合が見られた。 
 
平成 15 年 7 月に食品安全基本法が施行され、食品安全委員会が新設されました。 
これらの新しい法律制度や行政組織により、リスクコミュニケーションについても新た

な制度が作られました（参考４）。 
今後は、より効果的なリスクコミュニケーションの実施を可能とするよう、これらの制

度を適切に運用していくことと関係者の連携が確保されるような実質的な仕組みを構築し

ていくことが重要と考えられます。 
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２．食品安全基本法制定以後 
（１）関係法律の規定 

① 食品安全基本法 
     食品安全基本法により、食品安全行政にリスク分析手法の導入が図られました。

具体的には、食品健康影響評価（リスク評価）の実施、食品健康影響評価に基づ

いた施策の策定（リスク管理）、第１３条にリスクコミュニケーションについて定

められています（参考５）。これは、我が国の食品の安全性の確保に関する施策全

てにわたって適用される考え方となっています。 

     また、食品安全委員会の業務に関して、「関係者相互間の情報及び意見の交換を

企画し、及び実施すること」及び「関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関

する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行うこと」と記さ

れ、食の安全に関するリスクコミュニケーションを推進していくことになります。 

② 食品衛生法 

食品衛生法には、リスクコミュニケーションに関し２つの規定が設けられてい

ます。１つは、規格・基準や監視指導計画の策定等の際に、必要な事項を公表し、

広く国民又は住民の意見を求めます。もう１つは、定期的に、食品衛生に関する

施策の実施状況を公表し、その施策について広く国民又は住民の意見を求めます。

その運用は、関係府省の連携のもとで行うこととなっています。 

 

（２）各府省の実施状況 

 内閣府食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省は連携して、平成１５年７月１日の

新制度施行以降、委員会、審議会などの原則公開、食品影響評価やそれに基づく管理施策

に関して広く一般からの意見、情報の募集、意見交換会等の開催、関係者の相談窓口の設

置、各種のモニターの設置など、リスクコミュニケーションを実施しています（参考６）。 
このような関係者の努力により、国、地方公共団体の行う食品安全性関係の情報の開示、

説明、伝達など情報流通の面では一定の改善がみられています。 

しかし、米国におけるＢＳＥの発生、国内における７９年ぶりの鳥インフルエンザの発

生など様々な出来事にこのリスクコミュニケーションの真価が発揮されるにはまだまだ時

間が必要に思われます。 

また、遺伝子組換え技術のように、技術そのものの有用性や倫理性、環境影響などにつ

いて基本的な議論がされている一方で、現実に生産されている遺伝子組換え食品の安全性

について議論していく必要がありますが、こうした場合も、リスク分析の考え方を適用し

て対応し、一層、食品のリスクとそれへの対応という考え方の理解を広めていく努力が必

要です。 

 
（３）地方公共団体の実施状況 

 食品安全基本法では、地方公共団体の責務が規定され、地域の住民や事業者にとり身近

な全国の都道府県、市町村においても、食品の安全性の確保のために新しい組織、協議体

などが構築され、食の安全について参加型の議論が行われています（参考７）。 
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 その多くは、各自治体内の行政、消費者、食品関連事業者、学識経験者、メディアなど

食の関係者からなる協議機関を設け、基本方針や行動計画などを作成し、個別の問題につ

いての意見交換を行うものです。 
各自治体内においても、農林水産部局、食品衛生部局、環境部局、生活環境部局などの

連携を図るための組織改革が行われている例が多く見られます。 
 例えば、１２００万人の都民をかかえる東京都では、平成２年１２月に「東京都におけ

る食品安全確保対策にかかる基本方針(平成１１年４月２日改定）」が策定され、①都民の

意向の施策への反映、②情報の収集提供と普及啓発の推進、③消費者と生産・製造者等と

の相互理解の促進、が施策推進の方向として示されました。この方針に沿って、平成２年

から、都民からの相談事業の充実、情報誌｢くらしの衛生｣の発行、｢くらしの衛生セミナー｣

の開催、｢食と住まいの衛生コーナー｣の開設、｢東京都食品保健懇話会｣の設置、などの事

業を展開し、平成９年からインターネットを利用した情報提供を開始しました。さらに、

平成 15 年度からは、①食品安全情報評価委員会の設置、②インターネット上で食に関する

問題について討論を行う場として「食品安全ネットフォーラム」開設、③多くの都民が一

堂に会して情報交換する場である「食の安全都民フォーラム」開催、といった新たな取組

みを行っています（参考８）。 
 りんごの生産県として有名な青森県では、県庁健康福祉部内に「食の安全・安心対策チ

ーム」を設置し、食の安全・安心対策について全庁的に取り組みながら、県内の消費者、

生産者、流通関係者などで構成される青森県食の安全・安心対策本部において、生産者や

事業者の考える安全・安心に関するアンケート結果などを参考にして、「青森県食の安全・

安心対策総合指針」を作成し、食の安全・安心対策について取り組んでいます。 
 やはり農林水産業の盛んな熊本県では、消費者の安全・安心のために、県が行う総合的

な施策推進の基本的な考え方や施策の体系等を定めた「くまもと食の安全安心のための基

本方針」をパブリックコメントを経て作成し、平成１６年１月に、くまもと食の安全県民

会議と県立大学との共催で「くまもと食の安全安心フォーラム」を開催し、その中で、ア

クションプログラムを採択しています。 
 この他の道府県、市町村においても食品安全関係部署間の連絡体制の整備、関連条例の

制定、基本方針、行動計画の策定、調査審議機関の設置、関係団体との連絡会議の設置な

どが順次行われ、地方における食品安全行政の新たな枠組みが整いつつあります。 
 

（４）食品関連事業者の取組み 
農林漁業の生産資材、農林水産物を含む食品、添加物、器具、容器包装の生産、輸入、

販売などを行う食品関連事業者は、その事業活動を行うに当たって、食品の安全性の確保

について第一義的責任を有するとされています（食品安全基本法第８条）。 
そのため、生産から販売にいたる食品関連事業者の間でも、食品の安全性確保のための

有効な情報交換や協力の推進が求められています。 
食品関連事業者では、提供する商品の安全性確保とあわせて、消費者などからの問い合

わせ、意見を受け、商品に反映させていくリスクコミュニケーションの努力がされていま

す。 
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例えば、ある飲料メーカーでは、消費者、顧客からの問い合わせを的確に取り入れるた

め、１５～１６年前から商品に担当部署の電話番号を記載するようになり、５～６年前に

はフリーダイヤルとし、一部休日にも対応し、年間１２～１３万件の問い合わせが寄せら

れています。問い合わせの内容は、成分、効能、賞味期限、添加物、アレルギーなど千差

万別ですが、最近は安全性に関するものが増え、社内調整の上、消費者の安全を最優先し、

注意表示に繋げ、さらに業界全体としての表示改善につながったものもあります。企業に

おいても、透明性の確保、コミュニケーション能力の確立などリスクコミュニケーション

の原則は共通のものと考えられています（参考９）。 

 

（５）消費者の取組み 
 消費者も食品の安全性の確保のために、知識と理解を深め、関係施策について意見を表

明するよう努めるなど大きな役割を果たすことが期待されています（食品安全基本法第９

条）。現に多くの消費者団体では、食の安全を活動の柱の１つとして掲げ、以下のような種々

の取組みがなされています。 
① ＢＳＥや化学物質など、食の安全に関する課題ごとの研究会開催 
② 生産者、食品関連事業者、行政関係者等との情報、意見の交換 
③ 食品健康影響評価、食品の安全性確保のための規制等の管理措置に対する意見

表明 
④ 地域における有機資源循環と食の安全を両立させようとする消費者と生産者の  

取組み等 
 
 
Ⅲ．リスクコミュニケーションの課題と方法 
１．課題 
食の安全を考えるときに、それぞれの立場や経験、知識などにより、関係者の間でリス

クの捉え方が大きく異なります。このような違いの理由や背景について、お互いに理解す

る努力を継続し、よりよい食品の安全性確保のあり方を目指していく必要があります。 
例えば、火事や地震のリスクと、食品のリスクでは、受け取り方に相当の違いがありま

す。また、リスクはできる限り小さくすることが望ましいのですが、対策にかけることが

できる費用や人手には限界があります。こうした場合に、社会としてどの程度のリスクを

許容できるのか、またはできないのかについて、情報を共有しつつ、関係者が意見を交換

する必要があります。 
消費者をはじめ関係者の間でのリスクコミュニケーションのあり方の基礎として、義務

教育程度の知識があれば理解できる言葉と説明方法による情報提供が必要です。一般の市

民が、食品の安全性確保について理解と知識を深め、自由に意見を述べられるような仕組

みを作り、また、そのような機会を増やしていくことも大事です。 
リスクコミュニケーションを積み重ねることによっても、必ずしも関係者間の合意が得

られるわけではありませんが、情報や意見の疎通を欠くことによって、関係者間でお互い

の立場や考え方が理解できずに認識が乖離してしまうことによって生ずる弊害を小さくす
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ることは期待できます。 
 
（１）関係者の役割、取組みと連携 

① 国 
食品の安全性の確保のため情報を収集、整理し、提供することが必要です。特に、用語

集など基礎的な資料の整備や、その時点で問題となっている事柄についてわかりやすく解

説した資料の作成、提供などをする必要があります。関係者との連絡を密にして、求めら

れている情報を提供し、また、疑問や質問に答えるよう努めることが重要です。 
また、参加しやすい形の意見交換の場の設定、意見の調整、関係者の意見を施策へ反映

する方策の提案、問題の指摘、危害情報の通報、相談窓口の設置などについて、透明性を

十分保ちつつ、実施していくことが求められています。 

さらに、リスク評価機関とリスク管理機関の間の連携や、国、都道府県、市町村の間の

連携が保たれるように、関係者の意思疎通を十分に図っていくことや、食品健康影響評価

を受けて管理措置を導入する場合に、措置の内容、要する経費、時間をできる限り具体的

に示していくことも重要です。 

 
② 地方公共団体 

 地域住民や食品関連事業者の身近な行政機関である地方公共団体では、その地域に密着

した食の安全にかかわる具体的な対応をテーマとして取り上げることが求められます。 
 すべての住民が問題を理解し、安心して食品を選択できるようにすることが理想ですが、

実際に対象とできる人数や、科学的知識、生活信条、健康状態等が多様なため、保有する

情報をできる限り、かつ、生活に即したわかりやすい方法で提供し、また、提供した情報

が、住民にどのように伝わり、理解されたのか等を把握し、提供情報の見直しを随時行う

など、可能な範囲で対応を図っていくことが重要です。 
     また、食品流通の広域化や情報伝達の多様性から、その地方公共団体の関係者だけでな

く、ある地方の情報が他の多くの地方公共団体の住民等にも影響を与えることが考えられ

ます。このため、今後、国の機関との連絡を密にし、地方公共団体間においても食の安全

に関するリスクコミュニケーションの情報が共有できるように連携を図っていくことが重

要です。 
 
③ 食品関連事業者 

生産、輸入、流通、販売を問わず、食を提供する者は顧客の生命や健康に直接関わって

いるという認識をもって行動し、関係者間の連携とコミュニケーションを図ることが必要

です。 
最近、国民が不信を抱かざるを得ないほどの食品関連事業者による不祥事が続きました。

法令上の責任は明確ですが、その後のコミュニケーションが不適切であったために、結果

として、社会にさらなる不安を与え、また自らも窮地に立つ事態も生じています。生産者

をはじめ食品関連事業者が食の安全の関係者として、リスクコミュニケーションに積極的

に参加できる仕組みを構築することが重要です。 
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企業は、法令を遵守することは当然として、科学的根拠に基づいたデータを使い、説明

責任を果たせる能力を身につけることが必要です。また、労働組合などが会社に対して社

会的責任を果たすことを促していくことも重要です。 
安全性確保のために自ら実施する検査等の経費については、あらかじめ計上して実施し

ていく必要がありますが、検査に用いて壊した食材は食べられなくなるため、全数検査は

不可能なことから、全量のうちどの頻度で実施したらよいか等の基準を科学的根拠に基づ

き設定していくことも重要です。 
リスクへの対応については、「逃げるな、隠すな、嘘つくな」で対応するというような方

針を決めておき、「被害者救済、被害拡散防止、原因究明、再発防止」を迅速に実施するこ

とが重要です。平常時のコミュニケーションで、いかに社会と消費者の信頼を勝ち得てい

るかで、いざという時に提供する情報が生きてくると考えられます。 
日頃の情報内容やその提供のあり方や姿勢が信頼されていなければ、緊急時にいくら情

報を提供しても、振り向いてもらえません。平時のコミュニケーション活動を適切に行う

ことで、緊急時のコミュニケーションを円滑・効果的に行うことができるので、自社およ

び自社製品の正しい情報を提供しつづけるための組織や人材、システムの強化を図ってい

くことが重要です。 

 表示事項については、食品包装業者と製造業者の間の連携など食品関連事業者間の安全

性面での連携が求められます。 
 

④ 消費者 
消費者が、自らの権利を行使して、食品のリスク評価や管理に適切に参加していくため

には、必要な情報が容易に得られるシステムや、意見の表明ができる場と機会を作ること

を求め、そこで意見を表明していくことが重要です。 
また、一人一人の消費者が、ある出来事の由来について科学的に考えられるようになる

ためには、地域の団体や大学などの専門家の方たちと積極的に情報や意見の交換をしてい

くことも必要でしょう。 
 生産者、小売り業者などの関係者との交流を通じて、お互いの持つ食品の安全性に関す

る情報の共有、意見の交換を行い、関係者間の信頼関係を育てておくことが、緊急時のコ

ミュニケーションを円滑に行う前提となります。 

 さらに、毎日の買い物において、なぜ、その食品を選ぶのかを意識し、消費活動を通じ

て自らの選択を示していくことが重要です。 

 

⑤ メディア 
食の安全に関するリスクコミュニケーションにおいては、メディアは重要な役割を果た

しています。特にマスメディアが関係者全体に迅速かつ広範囲に情報を提供する役割の大

きさは計り知れないものがあります。また、行政や、生産者、企業などから情報開示を促

すべく地道に取材し、受け手に伝えているのも事実です。 
その一方で、一部メディアでは不適切な報道がなされ、リスクの性質や大きさと比べて

過大な扱いがされているのではないかとの指摘もあり、食の世界が多様化していく中で、
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メディアに対しては、一層、科学的なデータと洞察力に基づいた報道が期待されています。 
食品の安全性に関する情報は、国民の日常生活に大きな影響を与えるものなので、メデ

ィアには、事実に基づき、適時に、リスクだけでなく食品の効能を正しく伝えること、ま

た、消費者など情報の受け手が、食品の選択などの判断をするために適切な情報を伝える

よう努めることが求められています。また、食の安全についての専門的知識や理解できる

能力をもったジャーナリストを増やすことも重要と考えられます。 
 

⑥ 専門家 

 科学者や研究者には説明責任があるという認識を深めて、科学者、専門家が、積極的に

食の安全に関するリスクコミュニケーションに参加し、または、これを開催し、食品の安

全性の確保に関する科学的な情報をわかりやすく提供することが重要です。 

 関係する学会や学術団体は、消費者や専門外の人が問い合わせをしやすい形の窓口を設

け、平易な説明ができるように準備をしておくことが望まれます。また、食品のリスクに

ついて、専門家間の見解が異なる場合、その背景や根拠を明示して他の関係者の理解を助

ける努力をすることが必要です。 

諸外国や国際学会、他分野の学会が食品の安全性に関してどのような主張、報告をして

いるかについても情報を交換し、より良い国際協調関係の実現に向けた貢献や、必要に応

じ、専門家同士の議論を公開で行うなどして、科学的議論の透明性を高めることも重要で

す。食品のリスク分析の専門家を養成することも緊急の課題です。 

 

 

（２）関係分野との連携 
① 教育 

食品に危害が発生した時に、社会として冷静に対応・行動できるようにするためには、

種々のメディアからの情報を読み解き、自らが食べる食品の選択に影響を与えるものかど

うかを科学的に判断できる能力（情報が氾濫する中で、正確で十分な裏付けのある情報や

虚偽の情報を見抜く能力）や食育（食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食

生活を実践することができる人間を育てていく種々の取組み。食品安全基本法においても

関係規定があります（参考５）。）の重要性もいわれています。食品の安全性に関する情報

は、さまざまな形で発信されており、情報の受け手がそれらの情報を見極める判断力を備

えるためには、子どもの頃からの教育が不可欠です。 
また、食品の安全性の確保に関して、食品関連事業者の持つ情報を教育の場で利用して

いく方策も考えていくべきです。小学校から生産や流通との対話を含む授業というものも

検討されていいのではないでしょうか。 
 

② 情報公開と知的財産権、プライバシーの保護 
食の安全に関するリスクコミュニケーションは、食品の危害情報、食品健康評価や管理

措置についての情報などの共有化がその第一歩であり、基本的にはこうした情報には関係

者全てに対して公開されることが必要です。食品安全委員会及びその専門調査会は、原則
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として全て公開で開催されています。但し、公開することにより、個人の秘密、企業の知

的財産等が開示され特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合は

非公開とするとされています。この場合も、議事録については、発言者の氏名を除いて公

開し、さらに会議の開催日から３年経過後に発言者氏名を含めて公開することになってお

り、安全性に関する議論については、関係者に明らかにすると決められています（参考１

０）。 
食の安全に関するリスクコミュニケーションでも、プライバシーや知的財産権を尊重し

つつ、安全性に関する議論を行うために十分な情報が開示されるよう工夫していくことが

必要です。 
 

③ 緊急時におけるリスクコミュニケーション 
リスクコミュニケーションのあり方としては、平常時における場合のほかに、緊急時の

対応については別の課題があり、異なる手法も必要とされますが、これらについては別途

緊急時対応専門調査会で検討が進められています。 
 
   ④ いわゆる「風評被害」防止対策 
 消費者が健康被害から身を護る行動をとるのは当然ですが、所沢ダイオキシン事件や最

近の鳥インフルエンザ発生時にみられるように、実際には健康に悪影響を及ぼさない食品

について、十分な情報がない中で、消費者、小売業者などが過剰に心配をした結果、この

食品を提供している生産者、製造業者などが社会的、経済的に損害を被ることがあります。

いわゆる「風評被害」です。 
「風評被害」の語は、通常、その被害がどこまで風評によるものかを特定することが困

難で、また、どこまでが風評（うわさ）かについても曖昧なことが多いことから、吟味せ

ず安易に用いるべきではありません。しかし、リスクコミュニケーションが十分機能して

いれば防げたか、軽減できたケースもあったのではないかとも考えられ、今後、この「風

評被害」について、リスクコミュニケーションの課題として位置づけ、検討していくこと

が重要ではないかと考えられます。 
消費者との接点となる売り場においては、もちろん、安全第一を優先させなくてはなり

ませんが、安全面での何らかの懸念が生じるとすぐさま売り場から商品を撤去してしまう

ことは、関係者に誤った情報（風評）を伝える可能性があります。その一方で、安全でな

いかもしれない食品を売り続けることは、信用を大きく損ねることになりかねません。科

学的に正しい情報をすばやく入手する方法を確立するなど、こうした問題を少なくする方

法の検討が必要です。 
 
２．方法 
（１）コミュニケーションの媒体 
食品安全モニターのアンケート結果でも、関係者が直接意見を交わすことができる意見

交換会に対する期待が大きく、今後も積極的に開催していくことが適当と考えられます。

また、インターネットを通じたやりとりも双方向性を確保した情報・意見の交換として、
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ますます重要になるものと考えられます（参考１１）。 
しかし、意見交換会への出席が困難な遠隔地の方々やインターネットを使わない関係者

との双方向の情報・意見交換の方法についても、さらに検討を行う必要があります。また、

食品安全委員会の「食の安全ダイヤル」などは、主として関係者の質問に答えるための相

談窓口として設置されていますが、どのような危害要因を評価すべきか、どのような措置

を執るべきか等の提案を積極的に受け付けるためのチャンネルとして利用することも検討

すべきと考えられます。さらに、教育、医療、福祉関係者等との連携を深め、リスクコミ

ュニケーションを効果的に実施していくことも検討すべきと考えられます。 
 

（２）意見交換会 
意見交換会については、新たな制度の説明など説明的な性格が強い場合は、大人数の参

加を得る形をとり、個別、具体的な案件について議論する場合は、全員が発言参加できる

少人数会合の形をとることが適当と考えられます。また、課題によっては、専門家、消費

者、食品関連事業者、メディアなどからごく少人数が参加して集中的に議論を行い、論点

を明確化することも有用と考えられます。 
 

（３）専門家の養成と技術の向上 
国をはじめ各関係者は、最新の科学の成果を正確、かつ、分かりやすく説明するための

コミュニケーションの方法と技術に精通した専門家の養成を行うなど、コミュニケーショ

ン技術の全体的な向上に努めるべきです。 
農林水産省では、リスクコミュニケーションの基本を理解し、実践的な技術を身につけ

るため、平成１４年８月から、消費・安全局の幹部及び担当者に対してリスクコミュニケ

ーション研修やセミナーを７回実施しています（参考１２）。 
このような研修を、広く各府省や関係者の間で実施することも検討すべきと考えられま

す。 
 

（４）調査研究の充実 
専門家の意見を聴きつつ、食の安全に関するリスクコミュニケーションについての実際

的な調査研究を進めていくことが必要です。例えば、各国における食の安全に関するリス

クコミュニケーションの比較、リスクコミュニケーションの評価方法の開発などの分野で

の調査研究を推進することが重要と考えられます。また、生産者、流通関係者、消費者な

どの関係者が自己防衛できないリスクの存在を知った時、また、未知のリスクに対応する

時、人々がどのような反応（行動）を起こすかというような課題について総合的かつ実証

的な調査研究も必要と考えられます。 
 

 （５）国際的なリスクコミュニケーション 
鳥インフルエンザウイルスや米国でのＢＳＥ発見と牛肉の輸入停止の事例に見られるよ

うに、諸外国との適切な連携や話し合いも重要です。我が国におけるリスク分析の内容等

について適切な情報提供と意見の交換を行っていくとともに、国際機関における議論の状
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況や、諸外国の食品の安全性に関する情報を国内の関係者が共有できるように、関係府省

のホームページの充実や説明会、意見交換会の開催などに努めることが重要です。 
 
 
 
Ⅳ．今後の取組みと活動の方向 
 リスクコミュニケーション専門調査会は、これまで半年間は主としてリスクの考え方に

ついての理解を深め、国が新たに始めた施策について説明することを目的としたコミュニ

ケーションに重点を置いてきました。今後は、生産、流通、消費、行政、専門家などの関

係者から食品の安全性に関わる問題の所在や解決方向、疑問点について、何をリスクとと

らえ、どのようにコミュニケーションをすれば良いかなどについて意見を聞き、討議する

ことに力を注ぎ、食品安全委員会をはじめとして国がなすべきことの方向を探ることを目

指します。 
また、具体的なリスクコミュニケーションの課題についても、関係者の意見を聞き、食

品安全委員会に提言していきたいと考えています。 
さまざまな情報や意見をもとに、関係者が誠実に努力して、食品の安全性の確保のため

のリスクコミュニケーションを進めていくことが重要です。 

 リスクコミュニケーション専門調査会としては、上記の「現状と課題」を踏まえて、今

後、次のような取組みを行っていくべきと考えます。 
 
１．食品安全委員会、関係行政機関が行うリスクコミュニケーションへの助言 
 
２．種々の意見交換会等へのリスクコミュニケーション専門調査会メンバーの積極的参  

加 
 

３．行政、食品関連事業者、消費者、メディア、教育関係者などの関係者等と随時、直

接、意見交換を実施 
 
４．関係する専門調査会等と連携して、関係者の間で意見の違いが大きい案件（農薬、

添加物、遺伝子組換え食品など、安全性について関係者の認知ギャップの大きい分

野を含む）、関係者の間で理解が不足している案件等についてのリスクコミュニケー

ションを計画的に実施 
 
５．迅速なコミュニケーションを行うためのシステムの開発 
 
６．いわゆる「風評被害」の原因究明と防止の方法の開発 
 
７．国際的なリスクコミュニケーションの推進 
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小川  誠一  （東京都健康局食品医薬品安全部副参事（安全情報担当）） 

金子  清俊  （国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第７部長） 

○ 唐木  英明  （東京大学名誉教授） 

神田  敏子  （全国消費者団体連絡会事務局長） 

吉川  肇子  （慶應義塾大学商学部助教授） 
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近藤  康子  （サントリー株式会社お客様コミュニケーション部長） 

新蔵  敏彦  （全国漁業協同組合連合会常務理事） 

◎ 関澤   純   （徳島大学総合科学部教授） 

髙橋 久仁子  （群馬大学教育学部教授） 

千葉  百子  （順天堂大学医学部助教授） 

西片  尚樹  （株式会社主婦と生活社編集第３部 

別冊『すてきな奥さん』編集長） 

平社   進   （ＮＰＯ法人くまがや有機物循環センター代表理事 

 ※公募委員） 

三牧  国昭  （株式会社すかいらーく総合品質保証部部長） 

 

《 専 門 参 考 人 》 

 

川田  善朗  （ﾄｰﾎｰ加工株式会社代表取締役社長、 

全国ｸﾞﾗﾋﾞｱ協同組合連合会会長） 

久保  直幸  （ＵＩゼンセン同盟常任中央執行委員） 

中村  雅美  （日本経済新聞社編集局科学技術部編集委員） 

 

 

◎印は座長、○印は座長代理を示す 
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１．はじめに 

  リスクコミュニケーション専門調査会では、平成１５年９月１７日に第１回の

会合を開いて以来、食品安全委員会の求めに応じて、食品の安全性確保のための

リスクコミュニケーションのあり方について調査審議を行ってきた。 

  これまでに、平成１６年７月に食品安全委員会が決定した「食の安全に関する

リスクコミュニケーションの現状と課題」（以下「現状と課題」という。）の取り

まとめのための調査審議を行い、その後、平成１６年８月からは、今後の取組方

針として整理された諸点を踏まえて、効果的なリスクコミュニケーションの推進

を図るための手法の開発等について、調査審議を進めてきた（取組状況について

は別紙参照）。さらに、平成１７年８月からは、食育基本法制定を契機に食品安全

委員会としてどのように食育に貢献していくかについての調査審議を追加した。 

この中で、リスクコミュニケーションの推進を図るための手法の開発等につい

ては、会合の都度、国が実施したリスクコミュニケーションについて報告を受け

ながら、専門調査会内外の１５人の有識者による発表をもとに検討を続けてきた。 

本文書は、これらの発表等をもとに、現在、国によって実施されているリスク

コミュニケーションについて、現時点で取組可能と考えられる改善の方向につい

て取りまとめたものであり、今後、国が食の安全に関するリスクコミュニケーシ

ョンに取り組んでいく際の参考とすべきであると考えている。 

 

 

２．リスクコミュニケーション専門調査会における議論 

（１） 各専門委員等の発表と議論の概要  

     リスクコミュニケーション専門調査会においては、食品安全委員会から調 

査審議を求められた事項に対応し、現在、国が実施している食の安全に関す

るリスクコミュニケーションに必要な改善を施していくために、第 15 回会

合(平成 17 年 7 月 4 日)から第 24 回会合（平成 18 年 4 月 25 日）までの間、

専門調査会内外の 15 人の有識者から、リスクコミュニケーションに必要な

点等について発表、指摘を得た。個々の発表及び質疑の概要は表１のとおり

である。 

この間の議論を、①情報の発信・伝達・共有が適切になされているか、②

意見・情報の交換の双方向性が確保されているか、③リスクコミュニケーシ

ョンの手段は効率的かの視点から概観してみると、現状は以下のとおりと考

えられる。 

 

① 情報の発信・伝達・共有 

 

ア 国からの情報発信 

関係者の立場や考え方が異なる中で、国が、科学的知見やそれに基づく
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リスク評価、種々の社会的経済的観点を勘案したリスク管理措置の考え方な

どを、まず、正確に、分かりやすく、即時に、そして誰でもアクセス可能な

形で情報発信することが重要であることが改めて認識された。しかし、これ

を達成するための体制や方法論については、例えば、リスクを伝え理解して

もらうために必要な、数値や確率の問題を扱う場合に正確、かつ、分かりや

すい表現の仕方が難しいなど、問題があることが示された。 

今後、子供や高齢者、専門家など対象者別の情報提供を行ったり、評価

の前提となる科学的知見、情報を随時、丁寧に紹介、説明することの必要性

が指摘された。特に、消費者に何かを押し付けたりすることではなく、選択

する力、判断する力をつけていくための情報提供が必要であること、リスク

評価者とリスク管理者との間や消費者と食品関連事業者間など関係者間の

意見・情報の交換の場を設けたり、また、情報発信する際の送り手などの人

材を養成していくことが必要であることが示された。 

 

イ 情報の伝達 

情報の伝え手であるメディアについては、インターネットなどの発達とと

もに、メディアが多様化する中で、伝えられる情報の内容、信頼性について、

検討の必要性が指摘された。 

現在、消費者のほとんどは食の安全に関する情報をマスメディア報道から

得ている。しかし、その一方で、食の安全に関する報道の中には、取材した

内容と実際の報道振りとでは、見出しや発言の内容の意味合いが変わってし

まっていることがあるとの指摘もされた。さらに、一部の番組においては、

情報提供が不十分なため、健康被害を起こすような事例もみられる。 

このため、発信された情報がどのように報道され、消費者をはじめとする

関係者にどのように受け止められ、行動に影響を及ぼしているか等の調査を

すべきとの指摘が合った。 

 

ウ  情報の受信、リスクの認知、回避の行動等 

食の安全に関する情報を受信する際には、食べ物や栄養が健康、病気に

与える影響を過大に評価し、信じてしまう傾向があり、これを打破してい

くためには、関係者がさまざまなメディアから送られてくる多種多様な情

報を正しく読み取り取捨選択する能力を向上させていく必要があることが

指摘された。その一方で、わが国の消費者の間に根強く存在している食品、

食品行政に対する種々の不安、不信を解消していくためには、明快な裏づ

けに基づく丁寧な説明が必要であるとの指摘がされた。また、食の安全に

関する情報の受発信を円滑に進めていくためには、国、地方公共団体、食

品関連事業者、消費者、専門家、メディアなど関係者間のネットワークを

構築していくこと、関係者自らの情報の受発信の技量の向上が必要である

こと等の指摘がされた。 

これらは、リスクコミュニケーションの実施による食育への貢献策とし
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ても位置づけていく必要がある。 

 

② 意見・情報の交換の双方向性 

     食品安全基本法の施行以来、国による食の安全に関する情報提供は、質、

量とも格段の進歩があり、意見・情報の双方向の交換の取り組みも行われる

ようになったが、双方向性が十分確保されているかという点になると、未だ、

不十分であり、関係者の間にかなりの不満があることが指摘された。 

    具体的には、意見・情報の募集時や意見交換会の際に出された意見が、ど

のように検討、反映されていくのか、その過程が不透明ではないか、誤解に

基づく意見に対して適切な反論や議論が行われていないのではないか、また、

意見交換会の場が関係者の主義主張の場に使われているのではないかとの指

摘がされた。 

   

③ リスクコミュニケーションの手段の効率性 

    リスクコミュニケーションの実施にあたり、前提として、専門家とそれ以

外の人との間のリスクに対する意識のズレ、リスクに直面したときの人間の

本能と理性の食い違いを認識することが大事であるとの指摘が合った。そし

て、リスクコミュニケーションの対象（相手）が、どのような情報を欲して

いるのか、すなわち「相手を知る」「相手から要望を聞く」システムの構築や

人材育成の検討、伝える情報の質と量（特に、絞りこむことの重要性）や、

相互のアクセスの容易さに関する検討の必要性が指摘された。さらにはリス

クコミュニケーションの実施方法としては、リスク評価とリスク管理の関係

を分かりやすく示すリスクコミュニケーションを行うことの重要性が指摘さ

れた。 

   リスクコミュニケーションにあたる行政担当者の人材育成は、リスク管理

機関において、これまでも行われてきている（表２）。今後、関係府省間によ

るリスクコミュニケーションを潤滑に行うための人材育成、マスコミ対応の

組織の強化と人材育成の必要性が指摘された。 

    また、これまで実施したリスクコミュニケーションから導き出された課題、

改善を要する点についての検討にあたっては、国、自治体、業界や消費者の

団体など各方面でのノウハウを活用していくことが提案された。 

 

 (２) リスクコミュニケーションの調査により得られた知見  

     食品安全委員会が実施したリスクコミュニケーション関係の調査により、 

以下の知見が得られた（表３）。 

 

① 諸外国におけるリスクコミュニケーション事例に関する調査 

ア 欧州における消費者団体の中には、食品の安全性の確保に関して、高い政

策分析能力、科学的専門性を備え、行政機関と協力して政策・企画・立案に

参画している団体が存在している。 
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イ オランダ、カナダの食品関係のリスクコミュニケーションの特徴として、

参考とすべき点としては、以下が考えられる。 

 ウェブ、メディアを通じて情報提供を行い、ターゲットを絞った形で実
施されている。 

 リスクコミュニケーションの戦略を立てる上で、フォーカスグループ会
議、コンセンサス会議などが背景調査として実施されている。 

 発信した情報がどのように伝えられ、受け止められているかの分析が随
時行われている。 

 必ずしも、評価に用いる資料や評価作業そのものを公開しているわけで
はなく、透明性の確保のための措置は、ウェブ上への情報公開やパブリ

ックコメントの実施などを通じて行われている。 

 

② リスクコミュニケーション技術等に関する調査 

 リスクの発生状況、行政やリスクによる事後の対応の差異が、メディア
を通じて国民に伝えられることにより、リスクの受け止め方、それによ

る行動に影響を与えていることが推察された。 

 消費者は情報の出所が明らかで整合のとれた情報が迅速に報道されるこ
とを望んでいる。また、リスク発生時には、科学者（リスク評価の専門

家）による迅速なコミュニケーションを望んでいることなどが示唆され

た。 

 

③ 食品安全委員会が実施する意見交換会の評価 

 意見交換会の講演者やパネリストにおいては、事前にキー・メッセージ
を特定しておくこと、意見交換会参加者の関心がどこにあるかを踏まえ、

適切な情報の取捨選択を行うこと、穏やかな表情で対応することなどが

必要である。 

 意見交換会におけるコーディネーターの資質の向上が重要である。 
 目的やターゲット層を明確にするなど意見交換会の設計の柔軟性が必
要である。 

  

④ 消費者の意識調査 

 リスク評価について理解している人は、少数にとどまっている。 
 食品安全情報を入手する媒体として、マスコミ（新聞、雑誌、テレビ、
ラジオ）が多数を占める。 

 

(３) リスクコミュニケーションの現状と改善のためのアドバイス  

これまでの議論で出された、リスクコミュニケーションの現状に対する指

摘のアドバイスの視点は、情報基盤の共有、情報交換の双方向性、意見・情

報の交換の効率に大別される。それぞれの視点からの指摘事項／アドバイス
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は表４の通りである。 

情報基盤の共有という点では、特に、その分野の専門家とそれ以外の人と

の間に、リスクの捉え方や安全性に対する考え方に違いがあることを認識、

考慮する必要が示唆されている。食品安全委員会は、リスク評価の役割を担

っているが、当委員会が実施するリスクコミュニケーションにおいて、リス

ク評価とリスク管理が密接に関連しているため、明確に分けて議論、考察す

ることは難しい実態も見うけられる。とりわけ、消費者に対しては、評価結

果が管理措置に反映されるプロセスを適切に説明しないとリスクコミュニケ

ーションが十分行われたとの評価が得られにくい状況にある。意見・情報の

交換の効率については、情報の伝え方だけではなく、消費者の情報の判断力

といった側面にも言及した助言も合った。 

リスク評価とリスク管理の分担と連携についても、改善策を考える上で考

慮すべき事項と考えられる。特に評価機関として、他の関係者からの信頼を

得るためには、独立性、公平性、透明性を保ちつつ、リスク評価機関とリス

ク管理機関での情報交換や調整を行うことの必要性も示唆された。現在、食

品安全委員会では、意見交換会の開催、食品安全モニター会議の開催、ホー

ムページの開設、メールマガジンの配信等、積極的にリスクコミュニケーシ

ョンに取り組んでいるが、府省間の連携と調整がスムーズに行われるような

リスクコミュニケーションにあたる組織体制の強化、人材養成も、必要では

ないかとの指摘も合った。 

各専門調査会がより良く機能してゆくために、たとえばリスクコミュニケ

ーション専門調査会として、企画専門調査会や緊急時対応専門調査会との情

報交換や連携の機会も設けることを検討してはどうかとの意見も合った。 

  

 

３．平成１５年７月以降の国によるリスクコミュニケーションの実施状

況と課題 

食品の安全性に関するリスクコミュニケーションについて、その手段ごとの取 

組状況とリスクコミュニケーション専門調査会における議論等から導かれた課題

は以下のとおりである。 

 

(1) 各種の会合、資料の公開 

 取組 

   食品安全委員会の会合は、知的所有権やプライバシーに関わることで、委

員長、座長が必要と認めた場合を除き、委員会、専門調査会とも資料ととも

に原則として公開で開催されている。 

   会合の議事録は、会合開催後、概ね２～３週間で委員会のホームページに

掲載されている。 
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   厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び部会を公開で

開催し、資料と議事録をホームページで公開している。 

   農林水産省では、食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会と部会、

農業資材審議会農薬分科会や同飼料分科会等を公開で開催し、資料と議事録

をホームページで公開している。 

 課題 

   食品安全委員会では委員会、専門調査会における審議内容、資料は、現在、

原則全て公開されており、一定の評価を得ているが、審議内容の公開につい

ては、知的財産の関係から公表が困難な知見に基づく議論が難しい、あるい

は意見を述べる際、関係方面からの期待や重圧を感じる等の意見もある。一

方欧米では、専門家の会合は、「いつ、どこで誰が何についての議論をするの

か」を明確にした上で、審議そのものは、非公開で行われていることが多い。 

食品安全委員会においても、審議と詳細な議事録が公開されることによる

メリット（例：誰でも、即時に議論されていることを見とどけることができ

る。）と、デメリット（例：要点や結論が整理されていないために読んでも分

かりにくい。情報が整理されないままに伝搬する。）及び、審議を公開しない

場合のデメリット（例：どのように審議されて結果が導き出されたかが分か

りにくい。）や、これらによる人々の信頼性確保への影響を考慮した上で、会

議ごとに要点や結論を整理し公表することとしてはどうか。また、より一層

中立、公正、かつ内容を深め効果的に科学的な議論を担保するために、場合

によっては審議の一部を非公開で行うことを検討してはどうかとの指摘が合

った。 

なお、平成１８年６月より、食品安全委員会の電子メールマガジン「食品

安全委員会ｅ－マガジン」を週一回発刊しているが、この他にも適時に情報

を発信できるシステムを構築し、活用することにより、審議の経過と結果に

対する透明性を確保しつつ、利害関係者の自由活発な発言を促せる方法を検

討することも、今後の課題である。 

 

(2) 意見交換会の開催 

 取組 

   食品安全基本法施行後に、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省が

連携して開催した意見交換会は、平成１８年６月末までに全国各地で２２９

回（うち東京での開催は５５回）を数える。 

これらの意見交換会への参加者は、各回当たり数十名から数百名であり、

その合計は延べ約３万７千名となっている。 

   意見交換会のテーマ別に見ると、関係者の関心の深い食品健康影響評価や

リスク管理措置に対応して、牛海綿状脳症（BSE）関係が１３１回、食品中の

残留農薬対策関係が３２回、輸入食品関係で１３回、魚食・メチル水銀関係

が１０回、遺伝子組換え食品関係が２回等となっている。 

   食品安全委員会の実施した参加者アンケート等から参加者の構成を関係者
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別に見ると、消費者２５％、食品関連事業者２５％、行政関係者３２％、そ

の他（研究、マスコミなど）１８％となっている。また、年代別の構成を同

様に見てみると、３０歳未満６％、３０歳代１６％、４０歳代２９％、５０

歳代３１％、６０歳代以上１８％となっている。男女別に見てみると、男性

６８％、女性３２％となっている。 

また、食品安全委員会の実施した BSE 関係の意見交換会におけるアンケー

ト回答者を参加回数別に見てみると、初めて参加したとする人は２４％、複

数回参加しているとする人が７６％と増える傾向にある。 

   意見交換会の開催の周知については、主催者側からは、各府省のプレスリ

リース、ホームページ、メールマガジン、各府省から関係自治体、団体等へ

の通知などがされている。参加者のアンケート結果等をみると、個人で申し

込む一般消費者は少なく、所属する会社、団体からの知らせによって開催を

知ったとする方が多い状況となっている。 

   周知期間については、最短で開催日の６日前から、最長で５５日前にプレ

スリリースされている。平均すると、開催日の２０日程度前から周知されて

いる状況である。食品健康影響評価案の意見・情報の募集期間に合わせて実

施する場合、米国産牛肉のリスク管理措置関係など全国各地で開催する場合

などは、専門調査会等における調査審議や会場設定などの事情等から周知期

間が短くなる傾向がある。 

   意見交換会の形式については、①情報内容の正確な伝達が主な目的の場合

は、専門家、行政からの説明の後に会場参加者と意見交換を行う形式、②テ

ーマに対する見解が多様で、課題の整理や問題点の抽出を行うことで意見交

換会がスムーズになると判断される場合は、パネルディスカッション形式、

③課題や問題がどこにあるか抽出することが必要な場合や、関係者の相互理

解が主たる目的の場合は円卓形式による議論など様々に試みつつある。 

   開催時期についても、食品健康影響評価結果案に対する意見・情報の募集

期間中に行うなど工夫をしたケースもある。 

   

 課題 

意見交換会の開催については、マスコミ報道等による迅速な情報提供等に

より、問題の所在や、各関係者の問題に対する立場や意見、その時点でどの

ような段階まで議論が進んでいるのか、その後どのように進んでいくのか等

について、全国の関係者に見えやすくし、各々の対応を考えるための参考と

なる機能を果たしてきていると考えられる。 

しかし、リスクコミュニケーションとして、各関係者の間の多方向の意見・

情報の交換を行い、政策決定に反映させていくための機会としては、以下の

ような問題点が指摘されている。 

 

ア 主催者側からの一方的な情報提供による評価結果や管理措置を押しつけて

いるような印象を与えている場合がある。 
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イ 主催者側からのメッセージのポイントの整理（目的、主旨の説明など）が

不十分なことから、参加者の議論がかみ合わない場合がある。 

 

ウ 消費者、食品関連事業者、生産者、行政関係者、専門家など関係者が一堂

に会する意義はあるものの、出席者の間で問題に対する知識、関心に相当の

違いがあり、内容の消化不良や不満がある。（説明や配布資料、会場での議論

が、さまざまな関係者からの要望にすべて対応できるものではないために、

これを難解に感ずる参加者と、物足りなく感ずる参加者がある。） 

  関係者ときめ細かな情報交換ができるよう例えば資料については概要版と

詳細版の２種類を配付するなど様々な工夫が必要である。 

 

エ 食品安全委員会ではリスク分析や、リスク評価の考え方、リスク評価の結

果について、多くの関係者に周知し、情報交換をすることを主な目的として

意見交換会を開催してきた。しかしながら、周知方法、開催方法、テーマの

選定、説明資料、会の進行などが、この目的に必ずしも合致していなかった

ことから、ある程度成果をあげてきたものの、関係者に広く普及するには至

っていない。 

  リスク評価について、詳細な議論をするためには、専門的な知識も必要と

なる。また、関係者それぞれの役割に対する相互認識も必要である。 

  これらの点については、目的に合ったリスクコミュニケーションの手法（す

なわち、意見交換会だけでなく、他の媒体を活用した周知方法や、ターゲッ

ト、テーマの絞り込み等）の検討をしながら改善する必要がある。 

 

オ リスク評価に関する意見交換会においても、評価の内容よりは、評価に基

づいて予想される管理措置に対する意見が多く、リスク評価者では回答でき

ない場合がある。これには目的、趣旨を明確にし、リスク評価とリスク管理

をはっきり区分した意見交換会がよいのか、リスク評価、リスク管理どちら

の意見にも対応可能な体制の意見交換会がよいのか議論する必要がある。 

 

カ 関係者の代表や学識経験者によるパネルディスカッション方式については、

論点の整理が効率的に行える点で評価されているが、会場参加者の発言時間

が不十分となる等の不満がある。他方、会場参加者との質疑を重視すると、

議論を十分に深めることができない可能性がある。 

パネルディスカッションを効果的に行うためには、パネリスト同士の意見

交換の時間を十分確保することが重要であり、そのためにはさまざまな立場

の関係者の考え方を理解し、意思疎通を図ることができる者を必要とするが

その確保が困難な状況にある。 

 

キ 意見交換会のテーマによっては、関係者の利害が明らかに異なっており、
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また国からの情報提供が主となり、充分な意見交換には至らず、複数回開催

しても、同じ主張の繰り返しに留まっているケースもある。また、関係者間

の対立が鮮明になる場合も見うけられ、特に、BSE 問題に関する意見交換会

で、そのような傾向が見られた。国が主催する大規模な意見交換会の場では、

限られた時間に多様な利害関係者間での相互理解に至るまでに議論を深めて

いくことは難しく、自治体や関係する消費者や業界の団体等の協力を得て少

人数での意見交換会も含め、さまざまなレベルで多様な意見交換の試みを行

う必要があろう。相手の考え方を理解した上で、ではどうするか等を考えて

いくための意見交換の方法を検討する必要性が示唆される。 

 

(3) 意見・情報の募集 

 取組 

これまで、食品安全委員会が実施した食品健康影響評価案や評価のための

ガイドラインなどに関する意見・情報の募集は１３５件（平成１５年７月～

平成１８年６月）、厚生労働省、農林水産省及び環境省のリスク管理措置に関

するものについては、農林水産省では１５４件（平成１５年７月～平成１８

年６月）、厚生労働省で平成１７年度において２３件、環境省において平成１

６年度に１件、意見・情報の募集が行われている。これらの意見・情報の募

集は、電子メール、ファクス、郵便を通じて行われている。 

   食品安全委員会においては、寄せられた意見・情報を担当の専門調査会に

送り、意見・情報の数が少ない場合は、その全てに対して個別に専門調査会

の考え方を記した回答を作成している。意見・情報の数が多い場合は、同趣

旨のものをひとまとめにした上で、専門調査会の考え方を記した回答を作成

している。これらの質問回答資料は最終的に委員会で議論され、最終的な食

品健康影響評価等が決定されている。厚生労働省、農林水産省においては寄

せられた意見・情報に対して考え方を示し、意見・情報を考慮した上で規格

基準の設定等リスク管理措置の策定にあたっている。 

 

 課題 

  意見・情報を提出しても、それがどのように議論、反映されたのかが分かり

にくいとの指摘がある。具体的にはリスク評価に関する意見・情報の募集の際

にも、リスク管理に関する意見・情報が寄せられることがあり、多くはリスク

管理機関に伝える旨のみ回答している。このことから、このような場合には、

リスク評価機関とリスク管理機関の役割分担を踏まえつつ、リスク管理機関に

おいてリスク管理措置が決定された段階で、その内容等についてリスク評価機

関からも情報提供できるよう検討する必要がある。 

   

 

(4) 関係者との意見・情報の交換（国、地方公共団体、食品関連事業者、消費

者、メディア、学会等） 
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 取組 

   食品安全委員会においては、これまで、消費者、地方公共団体、食品関連

事業者、メディア等の関係者と委員との懇談会を随時開催しており、また、

都道府県や市町村との連絡会議や関係団体との共催による意見交換会の開催、

地方公共団体等への講師派遣を行っている。 

   厚生労働省では、食中毒事件の対応や、制度の導入、その他食品衛生行政

の推進において常に都道府県、政令市との連絡や情報交換を行っている。ま

た、全国各地での意見交換会の際には、開催地自治体との共催や地元の消費

者団体、食品関連事業者等との連携により意見、情報の交換を図っている。    

農林水産省では、定期的に「消費者等との定例懇談会」を始めとして、消

費者、食品関連事業者等との意見交換会を開催している。また、地方農政局

や農政事務所による地域におけるシンポジウム、セミナー等を開催するとと

もに、小・中学校等への出張講座の実施や講師の派遣を行っている。 

 

 課題 

種々のアンケート調査によると、国民の大部分は、食品の安全性に関する

情報を新聞や放送から得ており、正しい科学的評価や、実際に行われている

管理措置、リスクコミュニケーションの結果とは異なった情報が流れ、関係

者の間で誤解を生ずることのないように、メディア関係者への的確な情報提

供や、十分な意見の交換が重要である。 

今後、地方公共団体や消費者、関係する業界の団体等の協力を得てさまざ

まなレベルで多様な意見交換の試みを検討する必要がある。 

 

(5) ホームページ、電子メール、印刷物等による情報発信 

 取組 

各府省とも、食品健康影響評価、リスク管理措置に関する意見・情報の募

集、各種会合の開催、その他食品の安全性確保に関する情報の発信に当たっ

ては、それぞれのホームページにほぼ網羅的な情報を毎日更新するなど即時

性を重視した運営がなされている。また、各府省間の項目のリンクも進んで

きている。 

食品安全委員会では平成１８年６月２日より、食品安全委員会、専門調査

会、意見交換会の議論の結果概要を中心としたメールマガジン「食品安全委

員会メールマガジン（通称：「食品安全委員会ｅ－マガジン」）」を発刊した。

これは週１回発信しており、６月末日時点での登録者数は２，４１９人であ

る。 

   農林水産省では、メールマガジン「食品安全エクスプレス」（平成１８年６

月末日現在の登録者数：１万５，２０２人）において、農林水産省及び関係

府省、機関による報道発表資料、意見・情報の募集、委員会、審議会、意見

交換会等の会合開催等の情報を毎日発信している。また、ホームページに「子

どものためのコーナー」を設置して子供や子供を持つ親に分かりやすい食と
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農の情報提供を行っている。 

   印刷物については、各府省とも、随時パンフレット等を作成し、地方公共

団体、消費者団体、事業関係者等に配布しているが、作成部数は限られてい

る状況である。また、子供向け、高齢者向け、外国人向け等の対象者別の資

料作成の要望がある。 

   食品安全委員会では子供向けのパンフレットとして『科学の目で食の安全

を守ろう』を平成１８年６月に発行した（７０，０００部）。また、食品安全

委員会が行った食品健康影響評価の結果を視聴覚にも訴えることにより、一

般の方々にも分かりやすく伝えるために、DVD『気になるメチル水銀－妊娠中

の魚の食べ方－』を作成した（平成１７年度食品安全確保総合調査事業）。本

DVD は、保健所などハイリスクグループとされる人々がアクセスしやすい機

関や、一般の希望者に配付した（２０００部）。 

 

 課題 

各府省のホームページは、使いやすさについても、随時、改善が加えられ

てきているが、「利用者が得たい情報になかなかアクセスできない」、「資料の

分かりやすい解説が欲しい」、「Q&A を充実してほしい」等の要望は、依然と

して後を絶たない。今後とも、利用者の意見を聞きつつ、利便性を向上させ

ていく必要がある。また、各府省のメールマガジン、印刷物による情報発信

も、充実してきているが、発表前に専門家や関係者以外に分かりやすさのチ

ェックを依頼するなど、今後とも、読者の構成や反応を見ながら、内容や発

信の頻度等を検討していく必要がある。さらに、海外の関係者からは、わが

国の食品の安全性確保に関する評価、施策についての最新情報を外国語で発

信してほしいとの要望が寄せられている。 

わが国は輸入食品への依存が高く、海外の関係者にもわが国の食品安全関

係の評価、施策について広く周知していくことが重要であり、今後、外国語で

の情報提供についての、充実と、ホームページを活用するなどして海外からの

情報の紹介等について検討していく必要がある。 

 

(6) 電話、ファクス、電子メール等による問い合わせへの対応 

 取組 

食品安全委員会では、事務局に「食の安全ダイヤル」を設置し、平日の１ 

０時から１７時まで専任の相談員を配置して電話、ファクス、電子メール等

による種々の問い合わせに対応している。食品健康影響評価に関するものの

みでなく、広く食の安全一般に関する問い合わせが寄せられている状況であ

る。これらの問い合わせのうち、リスク管理に関するものについては、厚生

労働省、農林水産省等に問い合わせの上対応し、概要については、その都度、

食品安全委員会、リスクコミュニケーション専門調査会に報告されている。

最近の問い合わせ件数は約７０件/月となっている。また、「食の安全ダイヤ

ル」に寄せられた問い合わせ等は項目毎に Q&A の形にまとめて食品安全委員
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会のホームページに掲載されている。 

 

課題 

食の安全ダイヤルは、食品安全委員会の取組みに関するモニタリングとして

も、重要な情報源である。半年～１年単位で、どのような問い合わせ、意見が

寄せられているのか、発信した情報に対する反応等を、データとして分析し、

リスクコミュニケーションに活用していくことも重要である。 

 

(7) 食品安全モニター 

 取組 

 食品安全委員会では、食品の安全性に関し一定の知識を有する全国 470 名

の食品安全モニターからの報告を得たり、同モニターを対象としたアンケー

ト調査などを実施している。モニターからの報告、アンケート調査結果につ

いては、随時、食品安全委員会及びリスクコミュニケーション調査会に報告

されている。また、年 1 回、地域ブロックごとに食品安全モニター会議を開

催し、意見・情報の交換を行っている。 

  

 課題 

食品安全モニターについては、大学等で食品に関係の深い学問を修了して

いること、食品に関係の深い資格を持っていること又は食品の安全に関する

行政・業務に従事したことがあることを要件としているが、こうした要件を

緩和し、より広い消費者が応募できるようにすべきとの意見がある。 

モニターは身近なコメント提供者であり、食品安全委員会と地域との間で

意見・情報の交換を促進する橋渡し的な役割も期待されることから、より一

層の有効活用を図るとともに、その意見を詳しく分析し、さまざまに活用す

ることを検討していくことも必要である。 

 

(8) 調査及び研究 

 取組 

 食品安全委員会では、平成１５年度より民間調査機関に委託して、諸外国

における食の安全に関するリスクコミュニケーションの状況把握、いわゆる

「風評被害」の分析、意見交換会等のリスクコミュニケーションの評価方法

の開発、インターネットによる意識調査等を実施している。 

また、平成１７年度より、「食品健康影響評価技術研究」の一環として、リ

スクコミュニケーション分野の研究を公募により行っている。 

厚生労働省では、厚生労働科学研究事業の「食品の安心・安全確保推進研

究事業」において、「健康保護を目的とした食に関するリスクコミュニケーシ

ョンの進め方に関する研究」を平成１５年度より実施し、行政機関からの情

報伝達の在り方や国民の情報認知についての調査・研究、リスクコミュニケ

ーションのトレーニングプログラムの開発などに関する調査研究を行ってい
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る。 

 

 課題 

実施されているリスクコミュニケーション関係の研究については、食品安

全委員会で実施したものにあわせて、各府省における調査も含めて、今後、

その成果を活用すべく、適宜、リスクコミュニケーション専門調査会におい

ても内容の報告を求め、あるいは公開の報告会を開催するなど検討する必要

がある。 

 

(9) 諸外国との連携 

 取組 

食品安全委員会では、民間調査機関に委託して、オランダ及びカナダの食

品関係のリスク評価機関のリスクコミュニケーション担当官を招聘し、ワー

クショップを開催している。（詳細については、調査事業結果の項参照のこと）。

また、国際機関や各国の食品安全関係行政機関と連携して、海外の食品安全

関係の情報を入手の上、委員会のホームページ上に食品安全総合情報システ

ムとして公表し、関係者の利用に供している。 

 

課題 

わが国においては、食品の安全性確保の分野でのリスクコミュニケーショ

ンの歴史は浅く、その改善のためには、今後とも、この分野での経験が豊富

な諸外国との連携を図っていく必要がある。また、食品の安全性についての

考え方は、食文化や制度の違いなどから、国により異なっていることが多い。     

このため、特に輸入食品に依存する度合いが高いわが国としては、わが国

の食品の安全性についてのリスク評価や管理措置、関係者の考え方などを諸

外国に積極的に発信していくことはもとより、諸外国の食品の安全性確保に

関する評価、管理施策や関係者の考え方などの情報を国内の関係者の間で共

有した上で、諸外国の関係者と意見・情報の交換をしていくことが重要と考

えられる。 

 

(10) 食育への取組 

 取組 

平成１７年７月に施行された食育基本法に基づいて、平成１８年３月に策

定された食育推進基本計画においては、食品の安全性の確保に関する情報提

供についても食育推進の重要な柱の一つと位置づけており、リスクコミュニ

ケーションを充実させ、国民の食品の安全性に関する基礎的な知識が豊かに

なる一助とすることとしている。 

このため、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省では、まず、この

ための意見交換会を開催するなど、リスクコミュニケーションを通じていか

に食育の推進に貢献していくかについて、着実に検討している。 
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平成１８年６月５日、「食品に関するリスクコミュニケーション（東京）

－リスクコミュニケーションはいかに食育に貢献できるか－」を、約２００

名の参加を得て開催した。 

また、平成１８年６月２４日に開催された第１回食育推進全国大会（主

催：内閣府、大阪府、来場数：１０２００名）に、食品安全委員会もブース

出展し、食品の安全性確保のための「リスク分析手法」についての理解促進

と、食品安全委員会の役割を紹介したほか、ブースに訪れた参加者に対し、

食の安全に関する意識調査を行い、９５０名超の方より回答を得るなど取り

組みが始まっている。 

 

課題 

平成１８年６月５日に開催された「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（東京）－リスクコミュニケーションはいかに食育に貢献できるか－」で

行ったパネルディスカッションにおいて、大事な情報、地味な情報はきちん

と伝わらない傾向にあり、解決策として、情報を発信する側では、いわゆる

簡素化した「分かりやすさ」ではなく、評価や管理措置の論理をきちんと説

明すること、あるいは具体的な数値を出してその数値の意味するところをき

ちんと伝えるといった情報の提供方法に工夫が必要であること、また情報を

利用する側には、情報を読み解く力、情報を使う力を身に付ける訓練が必要

であることが示唆された。 

平成１８年６月２４日に開催された第１回食育推進全国大会で実施したア

ンケートによると、「食の安全について、とても、あるいは少し不安」と答え

る人は、約９０％で合った（全回答者数９５８）。一方「食品企業や、行政に

質問をしたり意見をのべたことがある」と答える人は、２０％弱で合った。

食育の場面においても、食の安全について、情報提供を充分に行うことの重

要性が示唆された。 

 

 ４．改善の方向性 

（１） 総論 

リスク評価機関とリスク管理機関の連携はもとより、行政、消費者、事業

者、生産者など食の安全に関わるすべての関係者が正しくリスクを認知して、

他の関係者の立場、考え方を理解し、今後の進むべき方向について考えるこ

とができるようにしていくことを目指す。このため、現行のリスクコミュニ

ケーションを改善するための目標として、以下を掲げることとする。 

 

① 関係者間の情報基盤の共有をより向上させる。 

② 意見・情報の交換の双方向性をより向上させる。  

③ 意見・情報の交換の効率をより向上させる。 
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（２） 各論 

実行可能で直ちに取り組むべきと考えられる対策として以下を掲げる。 

 

① 関係者間の情報基盤の共有 

 

ア 内容、対象を絞った意見交換会の実施 

  政府が行う意見交換会は主に、関係者が情報を相互に交換することによ

り、情報の共有化と信頼を確立することを目的としている。 

現在、実施されている意見交換会は、食品の安全性に関心のある関係者

が１００～３００人程度が参加して開催されるのが一般的となっている。

このような形式は、今後も継続するが、より有意義な意見交換を行うため

には、地方公共団体や業界団体、消費者団体の協力を得て、意見交換会の

開催目的、交換する情報の質や量、関係者の関心などに合わせて、地域、

対象、参加人数を絞った形のきめの細かい意見交換会などの開催方法を検

討する必要がある。 

  

イ コミュニケーション・ツールの開発 

     リスクコミュニケーションを有意義に進めるには、科学的な議論を一般

にも分かりやすい形とした資料の提供が重要である。現在提供されている

資料は必ずしも十分なものとは言えない。対象を絞り、平易かつ正確性を

失わない資料の作成に努めていく必要がある。 

 

ウ リスクコミュニケーターの養成 

   効果的な意見交換会を実施するには、事前に目標、主な論点の整理、伝

えるべきメッセージの確認を行うとともに、意見交換に関わる関係者間の

意思疎通を円滑にすることが重要である。このためには、食品のリスクに

対する他の関係者の立場や発想、考え方を理解し十分な意思疎通を図るこ

とができる消費者、事業者、専門家等各関係者間のリスクコミュニケーシ

ョンを支援・仲介できる能力を有する人（リスクコミュニケーター）の養

成が必要である。 

   具体的には、消費者、事業者など関係者を対象とした、ロールプレーイ 

ングなどを含むリスク分析関係の研修の実施などを検討する必要がある。 

 

エ 情報公開における改善 

   会議における発言をそのまま書き起こした現状の議事録は、公開される

まで時間がかかり、迅速に情報を得たいと考える関係者の要望に十分に応

えられていない。そこで議論の要点やまとめを分かりやすくタイムリーに

公表するよう努力していく必要がある。また、公表するまでに時間はかか

るが、会議の詳細な発言経緯を確認したいというニーズにあわせて、従来

どおりの議事録を入手できるようにするなど、多様なニーズに対応できる
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情報公開のあり方について検討していく必要がある。 

 

②意見・情報の交換の双方向性の確保 

 

ア 意見・情報の募集、検討経過の周知と反映 

     意見・情報の募集に当たっては、検討の経過が分かるようホームページ

等を通じて十分な情報提供を行うことが必要である。 

また寄せられた意見・情報が、どのように反映されたかがわかるように

表現するよう努めるとともに趣旨が同様なものを取りまとめて扱う場合に

は、同趣旨のものがどの程度寄せられたのかを明示する等の対応が必要と

考えられる。 

 

イ メディアカバー調査（マスメディア報道とその影響等の分析）の実施 

双方向の意見・情報交換を実施するためには、評価結果等の情報につい

て、新聞や放送にどのように報道され、関係者がどのように受け止め、ど

のような行動をとるかについて把握、分析し、その後の情報発信に資して

いくことが重要である。このため、マスメディア報道とその影響等を分析

するメディアカバー調査を実施し、調査結果をメディアに提供するなど積

極的に活用していく必要がある。 

 

  ウ パネルディスカッションの活用    

パネルディスカッション方式では、会場参加者の発言時間が不足すると

いう意見があるものの、大規模な意見交換会においては、時間的な制約な

どから、多数の参加者の間で双方向の意見・情報交換を行うことは困難が

多い。このため、意見の対立がある場合については、多様な立場のパネリ

ストの間で徹底した討論を行ったり、必要な場合には同じパネリストが同

じテーマで討論を複数回行うことなど意見交換会の時間に合わせてパネル

ディスカッションの形式を工夫することにより関係者の相互理解を促進す

ることが有効である。 

 

③ 意見・情報の交換の効率の向上 

 

ア メディアトレーニングの実施 

   多くの国民は情報の入手先をマスメディアに依存しているため、情報発 

信者は、マスメディアに対して正確で分かりやすい説明を行うことが重要 

である。このことから、情報の発信者である食品安全委員会委員や、リス 

ク管理措置の責任者である行政機関の職員等を対象に、メディアへの情報 

の発信方法等を強化するメディアトレーニングの実施を検討する必要があ 

る。 
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イ フォーカスグループインタビュー等の実施 

フォーカスグループインタビューは、対象を限定し１０名前後の規模で

開催されるため、対象がどのようにリスクを認知しているか等の確認が行

いやすいので、施策実施のための背景情報を得るために有効な手段として

欧米諸国では広く導入されている。 

また、普段は、食の安全に関して、能動的、積極的な行動をとらず、意

見を言わない層の意見や意識を把握するのにも適しているといわれている。

一方、食品安全委員会でも食品の安全性に係るリスクコミュニケーション

に関する調査において、リスクコミュニケーション手法としてフォーカス

グループインタビューの導入効果を評価することから、その評価結果等も

考慮しながら、リスクコミュニケーション実施のための背景情報を得るた

めに、フォーカスグループインタビューの導入についても検討する必要が

ある。 

 

  ウ リスクコミュニケーションの評価手法の開発 

情報基盤の共有、意見・情報の交換の双方向性、効率などリスクコミュ

ニケーションの有効性を適切に評価する手法を開発し、随時、リスクコミ

ュニケーションの改善を図っていく必要がある。調査・研究結果を効果的

なリスクコミュニケーションに役立てるためにリスクコミュニケーション

専門調査会への報告を行う。 

 

 

５．今後検討すべき内容 

これまでの取組を通して得られた課題やリスクコミュニケーション専門調査会

での議論を踏まえて改善の方向性を示した。改善の方向性の検討を、効果的に進

めるため、今後さらに検討すべき内容として、以下のようなものが挙げられる。 

 

（１） リスクコミュニケーションの検証 

    意見交換会で実施した内容やアンケート結果については、リスクコミュニ

ケーション専門調査会で報告を行っているが、今まで実施した意見交換会で

得られたものを今後の効果的なリスクコミュニケーション手法の提案につな

げるために、意見交換会の実質的な取組の内容と成果、教訓について十分に

吟味していく必要がある。また、アンケート結果については、適宜、リスク

コミュニケーション専門調査会で報告を行っており、その都度改善すべき点

等の議論がなされているが、開催目的の設定、参加予定者の要望の把握につ

いてその妥当性についても検証する必要がある。また、開催後の結果から、

テーマ、開催方法、参加者属性などと、満足度、目標達成度について、アン

ケート結果やマスコミへのとりあげられ方なども分析する必要がある。 

    また、食の安全ダイヤルに寄せられる意見、質問等についてもリスクコミ
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ュニケーションの改善のためのデータとして収集・整理する必要がある。 

 

（２） 審議の経過に関する透明性の確保と情報提供のあり方 

リスク評価機関における透明性・独立性の確保の観点を踏まえ、審議と詳

細な議事録を公開することと、審議の要約を公開することのメリットと、デ

メリット及び、審議を公開しない場合のデメリットや、これらによる人々の

信頼性確保への影響を考慮し、効果的な審議、議論を行う方法についても、

今後検討していく必要がある。 

 

（３） 地方自治体との協力 

    自治体が行うリスクコミュニケーションへの支援方法について、地方公共

団体の要望や国からの情報の周知など、有効な方法、仕組を、地方公共団体

と共に検討する必要がある。 

 

（４） 諸外国との連携 

    食生活など社会的背景が異なる諸外国における関係者の食品リスクについ

ての考え方や専門家、政府の情報提供のしかたなどについて分析するととも

に、我が国のリスクコミュニケーションに関する情報も諸外国に発信し、海

外からの情報も紹介する仕組の構築について検討する必要がある。 

 

（５） 食育 

食育を行う現場として、学校教育における食育の取り組みも、検討されて

いるところであるが、学校で使用される教材等について、安全に関する正し

い情報が提供がされるよう、食品安全委員会としても積極的な情報提供、働

きかけを行う必要性がある。 

 

 

６．おわりに 

（１） 本取りまとめは、食品安全行政の改編後３年間を経たところでのものであ

り、この間、国が実施しているリスクコミュニケーションの取り組みに対す

る課題について、改善の方向性を「関係者間の情報基盤の共有」、「意見・情

報交換の双方向性の確保」、「意見・情報交換の効率の向上」の三項目に整理

した上で、それぞれについて取り組み可能な改善策を示した。現時点で具体

的な改善策を示すことが難しい問題もあることから、今後さらに検討を進め

必要に応じて見直していくべきである。 

 

（２） 本取りまとめに基づいて、国が実施するリスクコミュニケーションが適切

に改善されるべきであり、そのためには必要な組織体制の強化と人材の養成

が行われるべきである。 
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（３） また、各関係者においても、リスクコミュニケーションの趣旨を十分理解

し、より一層、積極的かつ建設的にリスクコミュニケーションに参画してい

くよう努力していくべきである。 



　（表１）

発表者 報告・指摘事項
議論の内容(今後のリスコミのために取

組むべき方向性など）

・情報を絞り込み削っていくことが肝
心。

・情報を理解しやすく絞ることと、本質を
伝えることを両立するための方法の検
討。

・納得できるまで何度でも書き直し、作
り直しをすることが大事。

・専門的な情報を平易かつ短時間に伝え
るための専門性、技術が必要。（７分間
が限度。オーバーフローに要注意）

・誰に伝えたいのかターゲットを考えて
制作することが重要。

・あらかじめ概念のない人に説明を試み
て効果を見ることも重要。

・フードファディズムをなくしていことが
重要。

・メディアリテラシーの涵養

・ステイクホルダー間で、情報を共有
することが重要。

・良い情報、信頼性のある情報の伝達方
法の検討。

・危害要因を含む食品の危険性は量
で決まるという考え方が整理されてい
ないのが現状。

・用量-反応関係など量の概念について
消費者理解を深めることが必要。（リスク
リテラシー）

・学校教育における食の安全性教育、食
育の機会を重視すべき。

・ネガティブな情報を伝えないのでは
なく、「お客様が知りたいことに応えて
いく」という姿勢をアピール。

・消費者の安全意識と関連づけて「デメ
リット情報」を具体的に伝えることのメリッ
トを明確にすべき。

・Ｒｉｓｋ　Ｆｉｎｄｉｎｇの能力をつけること
が必要。

・消費者の情報の判断力を強化するため
の取組みが重要。

・データをできるだけ早く、広く、わかり
やすい言葉で公表する必要があるの
ではないか。

・科学者、専門家に日常の生活者の視
点をインプットすることが必要。

・リスクコミュニケーションのサイズ、場
所、対象を工夫し一般消費者と接する
場をもってほしい。

・すべて国主催とするのではなく、消費者
センター、コミュニティセンター、大学祭な
どとの連携を検討すべき。

・購買管理規定と食品衛生定量管理
により、提供する商品の安全性を確
保。

・事業者と消費者の健全な緊張関係の
構築

・食品衛生問題は起こりうるものだと
認識すべき。その上で、被害者救済、
被害拡散防止、原因究明、再発防止
の対応

・安全基準等の国内外差異について考
えてみることも重要。

・ステイクホルダーの利害がからんで、
それぞれの立場の意見を検証するこ
とが難しいのではないか。

・企業は消費者団体のHPも活用も検討
してもいいのではないか。

・今後発生するであろう食の問題の開
示、ガイドラインの作成など基本的対
応を示して欲しい。

これまでの発表とリスクコミュニケーション専門調査会での議論

ＮＨＫ番組制作局
「週刊こどもニュー
ス」チーフプロデュー
サー田熊邦光氏
(H17.7.4）

サントリー株式会社
お客様コミュニケー
ション部シニアスペ
シャリスト　　近藤康
子氏（H17.8.31）

群馬大学教育学部
高橋久仁子氏
（H17.8.1)

株式会社すかいらー
くグループ総合品質
保証部長　三牧国
昭氏　（H17.8.31)
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・丁寧な説明なしに情報だけが伝えら
れていることにより、不安が増大する。

・「不安を増大させる事柄」の要素を分析
した上で対応法を考えていくべき。

・利害関係者の率直な思いに基づいて
話し合いができれば、納得につなが
る。

・食育においては、リスクの判断力を養う
ことが重要。家庭科教育との連携が必
要。

・生半可な知識で変な推測をすること
のないよう判断力を養う教育が必要。

・事業者は、消費者の声を単なるクレー
ムとしてではなく、事業者にとってもプラ
スになる情報として取り上げていこうとす
る機運をさらに高めていくべき。

・政策作りの過程にステイクホルダー
の参画が必要である。

・リスク管理とリスク評価の役割に関する
説明の方法を考えるべき。

・消費者の意見が政策決定にどのよう
に反映されたのかが不明確である。

・参加型リスクコミュニケーションへの参
加の保証が確保されるべき。

・情報の裏付け、根拠、理由を示すべ
き。

・具体的な生活の題材を取りあげた教育
が必要。

・「消費者力」アップが必要。 ・昨年のメチル水銀の時のようにリスクと
魚食のメリットを分かりやすく伝えていく
ことが重要。

・選択力、判断力をつけることに役立
つ内容・方法を求めたい。（食育）

・食べる機会をとらえての情報提供が
重要。（食育）

・我が国漁業では、売り手市場から買
い手市場へとの市場の変化とともに、
品質管理、衛生管理の考え方が変化
している。

・「買い手」「消費者」の要望を聞くシステ
ムが必要。

・正確にスピーディに情報を公開し、具
体的な改善結果を伝えることが重要。

・生産者からの情報提供の必要性、方法

・昨年のメチル水銀のリスクコミュニ
ケーションは漁業側からも評価でき
る。

・いわゆる「風評被害」の影響と予防に関
する検討が必要。

・生産者と農協の情報・意見の交換が
必要かつ密になってきている。農家も
栽培履歴の重要性は認識している。

・「意図しない混入」の許容範囲に関して
生産者、流通関係者、消費者間の議論
と検討が重要。

・国民運動としての食育の推進が必
要。（食育）

・都道府県、市町村の取組に温度差
がないようにすべき。（食育）

・高齢者の知恵の活用（食育）

・「五健」（土、農、食、人、国の順に健
やかになると考えること）の認識が重
要。

全国漁業協同組合
連合会常務理事
　新蔵敏彦氏
（H17.9.27)

農業
　門傳英慈氏
（H17.9.27）

全国消費者団体連
絡会事務局長
　神田敏子氏
（H17.9.13)

消費科学連合会
副会長犬伏由利子
氏（H17.9.13)

28



・自治体では、地域の事業者、住民と
一体協力が必要。食品安全情報評価
委員会、食の安全都民フォーラム、HP
を運営している。

・関係者からの情報を収集するシステム
が必要。

・大消費地としての特性を踏まえた自
主回収報告制度等を実施している。

・直接、住民と接する機会の多い自治体
への情報提供、自治体のリスクコミュニ
ケーション担当者の養成が重要。

・視覚に訴える情報提供など、曖昧で
なくはっきりと伝えることが重要。

・都のネットフォーラムなどインターネット
を利用したリスクコミュニケーションにつ
いて国も可能性を検討すべき。

・国は企画段階から戦略的に結果を見
通しながら全体像を把握出来る人を養
成すべき。

・ステイクホルダーへの情報提供につい
て、国と地方との役割分担についての検
討が必要。

・国は意見交換会など自治体と共同開
催する等の連携を図るべき。

・国は国民の受け止め方に関する情
報の定期的に把握し公表すべき。

・熊本県食の安全対策会議を設置し、
各部局の連携を強化。くまもと食の安
全県民会議を運営。

・地域に合ったコミュニケーションツール
作成を支援すべき。

・Q&A、食育ドリル等のコミュニケー
ションツールを工夫している。

・県民会議等で出された意見・情報の中
で、国や他県にも伝える必要のあるもの
を流通させる仕組みが必要。

・食の安全安心市町村ネットワークに
より、県より直接地情報伝達。地域単
位のフォーラムも開催。

・地域で出された意見等が地域の政策に
どのように反映されているか、国も情報
収集し、結果を周知することを検討すべ
き。

・九州・山口地域食の安全安心行政
ネットワークにより、各県間の情報伝
達・共有を促進。

・ポジティブリスト制の導入を控え、検
査体制とその結果の迅速な公表体制
を整備中。

・コミュニケーションの計画をたてる際
には、コミュニケーションの相手につい
て、何を知っていて、何を知らないの
か、関心の程度などを知らなければ、
効果的に推進できない。基礎情報が
ない状態で、思いこみで進めると失敗
する。

・コミュニケーション計画をたてる上で、
基礎的情報（社会調査（アンケート調査、
フォーカスグループインタビューなど）に
よるデータ）の収集が必要。

・食品については、他の科学技術に比
べて、リスクが低いとの認識である
が、一方で、ベネフィット情報には非常
に敏感であるということも知られてい

・政府が出した情報について、情報提供
の前後で、その認知率のチェックなどを
してはどうか。

・情報を絞り込み削っていくことが肝
心。控えめに伝えることにより、伝える
べき人に情報が伝わっていない可能
性がある。また、予想外の推論を招く
ことも懸念される。

・不確実性が伴うリスクについて、その
範囲（定量可能なものに限定、可能で
なくても広義として取り扱うなど）をめぐ
り、コミュニケーション上の食い違いが
見うけられる。

熊本県環境生活部
食の安全・消費生活
課課長補佐
　成尾雅貴氏
（H17.10.17)

東京都福祉健康局
健康安全室食品監
視指導課長
　小川誠一氏
（H17.10.17）

慶應義塾大学商学
部助教授
吉川肇子氏
（H18.3.20）
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・科学的と言えども、政治的、社会的
な判断の排除は不可能という立場もあ
る。

・生活している環境の中で採れたもの
を食べていても、健康被害を起こすこ
とがある。（例：水俣病、イタイイタイ病
など）

・食の安全、健康につながる施策のため
には、食品そのものだけではなく、環境、
栄養など、広い分野にわたる整備が必
要である。

・「健康影響評価」「食品の安全性」と
言った場合には、有害物質に関する評
価をイメージしがちだが、健康影響に
は、必須成分の欠乏ということもある。
これらについての評価のあり方も今後
の課題である。

・国から提供する情報が、人々に印象的
に伝わるような工夫を考えてはどうか。
（特に、優位性を強調した宣伝等との比
較において）

・情報伝達に必要な要件として、事
実、タイミング、方法が挙げられる。こ
れらのうち、どれかがゼロになれば、
すべてゼロになる。

・消費者が自分なりの基準で責任を持っ
て、選択できるよう、そのために必要な
情報について聞かれたら、応えられるよ
うに、情報公開をすべき。

・正しいコミュニケーションのために
は、情報の透明性、公平性、アクセス
の容易さが重要である。アクセスの容
易さは特に重要。

・メディア、専門家、市民の考え方にはズ
レがあると思われる。照合する機会を設
けてはどうか。たとえば、マスコミの報道
の仕方と消費者の反応について、照合、
分析してはどうか。

・情報に対するミスリードを防ぐために
も、発言、情報が個人的なものなの
か、科学界で一般的なものなのかを峻
別する必要がある。
・「市民は科学的な情報は理解できな
い」ということではない。きちんと伝える
姿勢が大切。
・リスクの捉え方、説明に際して、「家
族に説明できるかどうか」は、大切な
要件。

・専門家と非専門家の意識のズレ（専
門家は確率で考える、過小評価しが
ち。非専門家は、自分中心に考える傾
向にある。

・リスク対策には、科学の不確実性を
考慮した安全対策（健康対策）と、心
理の領域である安心対策（売上げ対
策）がある。

・専門家とそうではない人との間で、リス
クに対する認識に違いがあり、それが、
疑問や不信感につながっているのでは
ないか。

・人間は、白黒判断で危険から逃れる
本能と、リスクを評価する理性を持ち
合わせているが、自分で判断するよ
り、信頼できる人やみんなが言うこと、
とくにメディアを信じる傾向がある。

・同じリスクに対しても、人の価値判断は
状況によって変わる。とくに科学的推論
の不確実性が議論になることが多い。

・受け入れやすいのは、よく知っている
リスク、自分にメリットがある場合、リス
ク管理者を信頼しているとき。

・消費者の自立のために必要なことは何
か。

・食の安全には、ゼロリスクの個人的
願望（理想）とリスク受入れの社会的
規制（現実論）のバランスが重要。

・消費者団体が担う役割とは何か。

・理想と現実を近づけて不安を小さくす
るために、信頼できる人（組織）が正し
い情報を伝えることが重要。

・理想論の立場からの理想と現実の調
停を消費者団体に期待する。

順天堂大学医学部
衛生学教室助教授
千葉百子氏
（H18.3.20）

東京大学名誉教授
唐木英明氏
（H18.4.25）

日本経済新聞科学
技術部編集委員
中村雅美氏
（H18.3.20)
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・食の安全への関与は、「利害関係
者」ではなく「利害共有者」の立場であ
るべき。
・実りある話し合いのための客観的基
準として科学が有用。個人差が大きい
感情や道徳観は基準となりにくい。

・「リスクマネージャーとリスクアセッ
サー」「リスクアセッサーと消費者」「リ
スクマネージャーと消費者」のコミュニ
ケーションを深めることが重要。

・リスクアセッサーとリスクマネージャーと
のコミュニケーションの過程すべてをオー
プンにするべきかどうか。結果を公開し
ていくことが重要なのではないか。

・リスク評価の結果、特に量的な概念
の取扱いの表現が難しい。

・科学的なリスク評価にコスト、ベネフィッ
ト、パフォーマンスの概念を入れるべき
かどうか。

・消費者や業界からの情報収集など、
リスク評価に影響を与えるような情報
の交換を効率的に行う仕組みが不十
分ではないか。

・リスク評価とリスク管理の役割をはっき
りと分けてしまうとコミュニケーションの壁
が高くなり、意図の食い違い、誤解が生
まれるのではないか。

・リスク管理の効果の検証も重要。

・リスクコミュニケーションの実施に際
し、ステイクホルダーとの情報交換が
必要だが、同じ場所、同じスタイルで
実施すべきかどうか、疑問である。

・リスクコミュニケーションでは、伝える
情報の内容（管理措置や評価の結果
がどの程度の効力があるのか）、時
期、規模を検討する必要がある。

・諸外国と我が国との対策が異なる場合
に、「管理の同等性」と「食品そのものの
安全性の同等性」のいずれを評価するこ
とが妥当なのか。

・情報の伝え方として、専門的な言葉
を一般的な言葉に直して伝えるテク
ニックも必要。

・リスクアセッサーとマネージャーとし
て、省庁間をコーディネートする人材、
システムが必要。

・リスク評価には、データの収集など、リ
スク管理機関との連携が必要な場合も
ある。このようなコミュニケーションもとっ
ていることをオープンにしていくべき。

国立医薬品食品衛
生研究所食品衛生
管理部長
山本茂貴氏
（H18.4.25)
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（表２）

＜厚生労働省＞
○ 平成１７年度

研修等 実施時期 研修の趣旨・内容 講師

「健康保護を目的とした食に関する
リスクコミュニケーションの進め方に
関する研究」（厚生労働科学研究事
業）研究班会議

１０月
海外からの招聘講師によるリスクコミュニケーション・トレーニン
グ・プログラムを実践（関係府省職員も参加した）

スウェーデン国立防衛大学危機管理
研究訓練国立センター
エリック・Ｋ・スターン氏

エドワード・Ｃ・デヴェレル氏

保健医療科学院食品衛生管理コー
スにおけるリスクコミュニケーション
研修

２月 地方自治体の食品衛生監視員に対し、２日間の研修を実施 金川甲子園大学教授　ほか

＜農林水産省＞
○ 平成１５年度（７月～）

研修等 実施時期 研修の趣旨・内容 講師

経済企画研修リスクコミュニケー
ション入門

７月
消費・安全局の課長補佐等が参加し、基本的概念を習得するとと
もに、プレスリリースの作成や記者発表を実施（講義・実技）

木下甲子園大学学長他４名

消費・安全局幹部セミナー ８月
局長や課室長が、心構えや留意事項について概説を受けるととも
に国の行うべきことについて意見交換（講義・意見交換）

木下甲子園大学学長

消費・安全局幹部セミナー ８月
局長や課室長が、ＦＤＡのレポートを題材に心構えや留意事項に
ついて意見交換（講義・意見交換）

消費・安全局総合調整官

消費・安全局総括補佐等セミナー ９月
総括補佐等が、基本的概念や留意事項、わかりやすい資料作成
について習得（講義）

（財）電力中央研究所
谷口上席研究員
土屋主任研究員

○ 平成１６年度
研修等 実施時期 研修の趣旨・内容 講師

リスクコミュニケーション・セミナー ４月
消費･安全局転入者等を対象に、リスクアナリシスの基本的概念
やリスクコミュニケーションの留意事項などについて講義

消費･安全局総合調整官

消費･安全局幹部職員等研修 ７月
消費･安全局転入幹部等を対象に、リスクアナリシスの基本的概
念やリスクコミュニケーションの留意事項などについて講義

消費･安全局総合調整官

厚生労働省及び農林水産省におけるリスクコミュニケーション研修の実績
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消費･安全基礎研修 ５・９・10・11月
地方農政局･農政事務所の職員を対象に、リスクコミュニケーショ
ンの基本的概念について講義

消費･安全局担当者

リスクコミュニケーション
　　　　　　　　　　ワークショップ

５・６・１２・３月

地方農政局･農政事務所の職員を対象に、実際に本省で実施す
るリスクコミュニケーションの傍聴ののち、リスクアナリシスの基本
的概念やリスクコミュニケーションの留意事項などについて講義、
意見交換会の実習

消費･安全局総合調整官

経済企画研修
リスクコミュニケーション入門

１～２月
本省の職員を対象に、リスクアナリシスの３つの要素に関する基
本的概念の講義、プレスリリースの作成や記者発表などリスクコ
ミュニケーションの実習

木下甲子園大学学長
消費･安全政策課長

消費･安全局着任者学習会 ３月
消費･安全局転入者等を対象に、消費･安全行政の基礎やリスク
コミュニケーションの基本的概念・留意事項などについて講義

消費･安全局担当者

○ 平成１７年度
研修等 実施時期 研修の趣旨・内容 講師

地方自治体職員リスクアナリシス研
修（農林水産省企画、厚生労働省
共催）

６月 地方自治体職員に対し、リスクアナリシスに関する研修を実施
農林水産省消費・安全政策課長
厚生労働省大臣官房参事官
（医薬食品担当）　ほか

消費･安全行政担当者研修 ６・９・10・11月
地方農政局･農政事務所の職員を対象に、食品安全行政の基本
的知識について講義

消費･安全局担当者

リスクアナリシス勉強会 ４月
消費･安全局転入者を対象に、リスクアナリシスの基本的概念や
リスクコミュニケーションの留意事項などについて講義

消費・安全政策課長

食品安全に係る科学セミナー 12月

全9回のうちの1回として「リスクコミュニケーション」をテーマに開催
した。
農林水産省の取り組んでいるリスクコミュニケーションの説明と消
費者の立場から情報提供のあり方について講義

和田主婦連合会参与
消費・安全局担当者
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（表３）
平成17年度 食品の安全性に係るリスクコミュニケーションに関する調査

内容
欧州（オランダ、ベルギー、ドイツ、イギリス）において消費者団体等を対象に組織概要、体制、リスク
コミュニケーションへの取組等を把握するためのヒアリング調査

結果

・高い政策分析能力、科学的専門性を備え、行政機関と協力して政策・企画・立案に参画している団体が存在
　
・消費者のリスク認知を高めるための多彩な職員研修プログラムを提供

・食品に対する関心は「安全」から「栄養・健康」に移っていく傾向

内容
各国の食品安全に係るリスクコミュニケーションの現状や課題についての意見交換を目的にオランダ、カ
ナダからリスクコミュニケーションの実務経験を有する有識者を招き、国際ワークショップを開催

結果

・ターゲットを絞ったリスクコミュニケーションの必要性を強調

・消費者は批判する立場から意見を述べる立場へ

・リスクコミュニケーション戦略を立てる上で、フォーカスグループ会議、コンセンサス会議などの有効
性を指摘

・消費者のリスク水準の許容度はハザードごとに違いがあり、リスク許容度の低いものについては意見の
聴取を重視すべき

・コミュニケーターの養成、メディアトレーニング、メディアカバー調査の有効性を指摘

・「公開」が必ずしも「透明性」を確保するものではないのではないかとの指摘

内容

・「食品に関する風評被害の原因究明と防止」に関する調査として、鳥インフルエンザを対象に社会的影
響の定量化や、メディア・カバー（マスメディア報道とその影響）の分析

・「食品に関するリスクコミュニケーションの評価、効果の測定・判定」に関する調査として、フォーカ
スグループ調査を実施

結果

・各地域におけるリスク発生状況や行政や発生主体によるその後の対応の差異がメディアを通じた伝搬に
より、鶏肉等の消費にも影響を与えたことなどを推察

・消費者は情報の出所が明らかで整合のとれた情報が迅速に報道されることを望んでいること、リスク発
生時においては、科学者（リスク評価の専門家）によるコミュニケーションを望むことなどを示唆

内容
・意見交換会評価検討委員会を設置し、リスクコミュニケーションの視点に基づく、評価項目等の検討

・実際の意見交換会の評価を行い、意見交換会の実施方法の改善に向けた提言のとりまとめ

結果

・意見交換会の講演者やパネリストにおいては、事前にキー・メッセージを特定しておくこと、意見交換
会参加者の関心がどこにあるかを踏まえ、適切な情報の取捨選択を行うこと、穏やかな表情で対応するこ
となどが必要

・意見交換会におけるコーディネーターの資質の向上が重要

・目的やターゲット層を明確にするなど意見交換会の設計の柔軟性が必要

内容
食品リスクに対する消費者意識やリスクコミュニケーションの効果を短期間で的確に把握するため、国民
の関心の高い課題や食品健康影響評価を行った個別テーマに関するインターネットアンケート調査

結果
リスク評価について認知している人は少数にとどまること、食品安全情報を入手する媒体としては、マス
コミ（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）が多数を占めることなどを示唆

１．諸外国におけるリスクコミュニケーション事例に関する調査
（１）諸外国におけるヒアリング調査

４．消費者の意識調査

（２）リスクコミュニケーション担当者による国際ワークショップ

２．リスクコミュニケーション技術等に関する調査

３．食品安全委員会が実施する意見交換会の評価
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（表４）

視点 発表者 指摘事項／アドバイス

神田

・消費者の意見が政策決定にどのように反映されたのかが不明確

・政策作りの過程にステイクホルダーの参画が必要

吉川

・相手の認知度や関心の程度を知らずして、効果的なコミュニケーション推進はできな
い（基礎情報がない状態で、思いこみで進めると失敗する）

・情報を絞り込み削っていくことが肝心

・控えめな情報伝達は、伝えるべき人に情報が伝わっていない可能性があり、予想外の
推論を招くことの懸念あり

山本

・消費者や業界からの情報収集など、リスク評価に影響を与えるような情報の交換を効
率的に行う仕組みが不十分ではないか

・「リスクマネージャーとリスクアセッサー」「リスクアセッサーと消費者」「リスク
マネージャーと消費者」のコミュニケーションを深めることが重要

小川
・国は国民の受け止め方に関する情報の定期的に把握し公表すべき

中村

・情報伝達に必要な要件である、事実、タイミング、方法のうち、どれかがゼロになれ
ば、すべてゼロになる

・正しいコミュニケーションのためには、情報の透明性、公平性、特にアクセスの容易
さが重要

門傳
国民運動としての食育の推進が必要（食育）

議論

・参加型リスクコミュニケーションへの参加の保証が確保されるべき

・｢意図しない混入｣の許容範囲に関して生産者・流通関係者・消費者間の議論と検討が
重要

・リスク評価とリスク管理の役割をはっきりと分けた場合、コミュニケーションの壁が
高くなり、意図の食い違い、誤解が生まれる恐れ

・リスク評価には、データ収集など、リスク管理機関との連携が必要な場合もあり、コ
ミュニケーションをとっていることをオープンにしていくべき

三牧

・ステイクホルダーの利害がからむとそれぞれの立場の意見を検証することが難しくな
る

・今後発生するであろう食の問題の開示、ガイドラインの作成など基本的対応を要望

吉川

・不確実性が伴うリスクについて、その範囲（定量可能なものに限定、可能でなくても
広義として取り扱うなど）をめぐり、コミュニケーション上の食い違いあり

・科学的と言えども、政治的、社会的な判断の排除は不可能という立場

高橋

・フードファディズムをなくしていことが重要

・ステイクホルダー間で、情報を共有することが重要

・危害要因を含む食品の危険性は量で決まるという考え方が整理されていないのが現状

双
方
向
性

情
報
基
盤
の
共
有
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス

田熊

・情報を絞り込み削っていくことが肝心

・納得できるまで何度でも書き直し、作り直しをすることが大事

・誰に伝えたいのかターゲットを考えて制作することが重要

神田

・情報の裏付け、根拠、理由を示すべき

・選択力、判断力をつけることに役立つ内容・方法を要望（食育）

・食べる機会をとらえての情報提供が重要（食育）

・「消費者力」アップが必要

中村

・情報に対するミスリードを防ぐために、発言・情報が個人的なものなのか、科学界で
一般的なものなのかを峻別する必要あり

・市民は科学的な情報は理解できないことはなく、きちんと伝える姿勢が大切

・リスクの捉え方・説明に際し、「家族に説明できるかどうか」は、大切な要件

・専門家と非専門家の意識のズレ（専門家は確率で考え、過小評価しがち。非専門家
は、自分中心に考える傾向あり）

山本

・リスク評価の結果、特に量的な概念の取扱いの表現が困難

・リスク管理の効果の検証も重要

千葉

・生活している環境の中で採れたものを食べていても、健康被害を起こすことあり
（例：水俣病、イタイイタイ病など）

・「健康影響評価」「食品の安全性」からは、有害物質に関する評価をイメージしがち
だが、必須成分の欠乏による健康影響についての評価のあり方も今後の課題

犬伏

・丁寧な説明のない情報だけによる伝播により、不安が増大

・利害関係者の率直な思いに基づいて話し合いができれば、納得につながる

・生半可な知識で変な推測をすることのないよう判断力を養う教育が必要

新蔵
・正確にスピーディに情報を公開し、具体的な改善結果を伝えることが重要

小川
・国は企画段階から戦略的に結果を見通しながら全体像を把握出来る人を養成すべき
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス
・メディアリテラシーの涵養

・良い情報、信頼性ある情報伝達方法の検討

・用量-反応関係など量の概念について消費者理解を深めることが必要（リスクリテラ
シー）

・事業者と消費者の健全な緊張関係の構築が必要
・安全基準等の国内外差異について考えてみることが重要

・企業は消費者団体のHPの活用も検討してもよい

・昨年のメチル水銀の時のようにリスクと魚食のメリットを分かりやすく伝えていくこ
とが重要

・いわゆる「風評被害」の影響と予防に関する検討が必要

・学校教育における食の安全性教育、食育の機会を重視すべき

・食育にては、リスクの判断力を養うことが重要。家庭科教育との連携が必要

・「不安を増大させる事柄」の要素を分析した上で対応法を考えていくべき

・リスク管理とリスク評価の役割に関する説明の方法を考えるべき
・具体的な生活の題材を取りあげた教育が必要

・「買い手」「消費者」の要望を聞くシステムが必要
・関係者からの情報を収集するシステムが必要

・直接、住民と接する機会の多い自治体への情報提供、自治体のリスクコミュニケー
ション担当者の養成が重要

・コミュニケーション計画をたてる上で、基礎的情報（社会調査（アンケート調査、
フォーカスグループインタビューなど）によるデータ）の収集が必要

近藤

・ネガティブな情報を伝えないのではなく、「お客様が知りたいことに応えていく」と
いう姿勢をアピール

・Ｒｉｓｋ　Ｆｉｎｄｉｎｇの能力をつけることが必要

・データをできるだけ早く、広く、わかりやすい言葉で公表することが必要

・リスクコミュニケーションのサイズ、場所、対象を工夫した一般消費者と接する場

小川

・視覚に訴える情報提供など、曖昧でなくはっきりと伝えることが重要

・国は意見交換会など自治体と共同開催する等の連携を図るべき

成尾
熊本県では、Q&A、食育ドリル等のコミュニケーションツールを工夫している
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス

山本

・リスクコミュニケーションの実施に際し、ステイクホルダーとの情報交換が必要だ
が、同じ場所、同じスタイルで実施すべきかどうか疑問

・リスクコミュニケーションでは、伝える情報の内容（管理措置や評価の結果がどの程
度の効力があるのか）、時期、規模を検討する必要あり

・情報の伝え方として、専門的な言葉を一般的な言葉に直して伝えるテクニックも必要

・リスクアセッサーとマネージャーとして、省庁間をコーディネートする人材、システ
ムが必要

唐木

・リスク対策には、科学の不確実性を考慮した安全対策(健康対策)と、心理の領域であ
る安心対策(売上げ対策)あり

・人間は、白黒判断で危険から逃れる本能と、リスクを評価する理性を持ち合わせてい
るが、自分で判断するより、信頼できる人やみんなが言うこと、とくにメディアを信じ
る傾向あり

・受け入れやすいのは、よく知っているリスク、自分にメリットがある場合、リスク管
理者を信頼しているとき

・食の安全には、ゼロリスクの個人的願望（理想）とリスク受入れの社会的規制（現実
論）のバランスが重要

・理想と現実を近づけて不安を小さくするために、信頼できる人（組織）が正しい情報
を伝えることが重要

・理想論の立場からの理想と現実の調停を消費者団体に期待

・食の安全への関与は、「利害関係者」ではなく「利害共有者」の立場であるべき

・実りある話し合いのための客観的基準として科学が有用。個人差が大きい感情や道徳
観は基準となりにくい。
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス
・消費者の安全意識と関連づけて「デメリット情報」を具体的に伝えることのメリット
を明確にすべき

・消費者の情報の判断力を強化するための取組みが重要

・科学者、専門家に日常の生活者の視点をインプットすることが必要

・すべて国主催とするのではなく、消費者センター、コミュニティセンター、大学祭な
どとの連携を検討すべき

・事業者は、消費者の声を単なるクレームとしてではなく、事業者にとってもプラスに
なる情報として取り上げていこうとする機運をさらに高めていくべき

・都のネットフォーラムなどインターネットを利用したリスクコミュニケーションにつ
いて国も可能性を検討すべき

・ステイクホルダーへの情報提供について、国と地方との役割分担についての検討が必
要

・地域に合ったコミュニケーションツール作成を支援すべき

・県民会議等で出された意見・情報の中で、国や他県にも伝える必要のあるものを流通
させる仕組みが必要

・地域で出された意見等が地域の政策にどのように反映されているか、国も情報収集
し、結果を周知することを検討すべき

・情報を理解しやすく絞ることと、本質を伝えることを両立するための方法の検討

・専門的な情報を平易かつ短時間に伝えるための専門性、技術が必要（７分間が限度。
オーバーフローに要注意）

・あらかじめ概念のない人に説明を試みて効果を見ることも重要

・消費者が自分なりの基準で責任を持って、選択できるよう、そのために必要な情報に
ついて聞かれたら、応えられるように、情報公開すべき

・メディア、専門家、市民の考え方にはズレがあるので、照合する機会を設けてはどう
か（マスコミの報道の仕方と消費者の反応など）

・リスクアセッサーとリスクマネージャーとのコミュニケーションの過程すべてをオー
プンにするべきか懸念（結果を公開していくことが重要）

・科学的なリスク評価にコスト、ベネフィット、パフォーマンスの概念を入れるべきか
懸念

・専門家とそうではない人との間で、リスクに対する認識に違いがあり、それが、疑問
や不信感につながっているのではないか
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス
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議論

・同じリスクに対しても、人の価値判断は状況によって変わる。とくに科学的推論の不
確実性が議論になることが多い

・消費者の自立のために必要なことは何か

・消費者団体が担う役割とは何か

・諸外国と我が国との対策が異なる場合に、「管理の同等性」と「食品そのものの安全
性の同等性」のいずれを評価することが妥当なのか

・食の安全、健康につながる施策のためには、食品そのものだけではなく、環境、栄養
など、広い分野にわたる整備が必要

・国から提供する情報が、人々に印象的に伝わるような工夫を考えてはどうか（特に、
優位性を強調した宣伝等との比較において）

・政府が出した情報について、情報提供の前後で、その認知率のチェックなどをしては
どうか
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